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老 健 入 所  重 要 事 項 説 明 書 

老人保健施設チューリップ苑のご案内 

（令和６年４月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名 老人保健施設チューリップ苑 

   ・開設年月日 平成４年５月１日 

      ・所在地 富山県富山市長江五丁目４番３３号 

   ・電話番号 076－494－1212  ファックス番号 076－494－1350 

      ・管理者名 齊藤 光和 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（１６５０１８００６８号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必

要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に

応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻るこことができる

ように支援すること、また、利用者が居宅での生活を 1 日でも長く継続できるよう、短期入所療

養介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーシ

ョン）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただ

いた上でご利用ください。 

 

    ［老人保健施設チューリップ苑の運営方針］ 

１ 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設

サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常

的に必要とされる、医療ならびに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指し

ます。 

２ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場

合以外、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。 

３ 当施設では介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保

健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合

的サービス提供を受けることが出来るよう努めます。 

４ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごす

ことができるようサービス提供に努めます。 

５ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対して療養上必要

な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施す

るように努めます。 

６ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り当施

設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原

則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその家族等

の了解を得ることとします。 

 

（３）施設の職員体制 

 員 数 



 

昼 間 夜 間 
業務内容 

医  師  １以上  利用者の健康管理及び医療の

適切なる処置 

看護職員  ９以上 １ 利用者の保健衛生並びに看護

業務 

薬剤師 １  利用者の薬剤管理並びに服薬

指導 

介護職員 ２５以上 ４ 利用者の日常生活全般にわた

る介護業務 

支援相談員  １以上  利用者等に対する相談業務 

理学療法士 

作業療法士 １以上 

 利用者等に対する理学療法・

作業療法業務 

言語聴覚士 
利用者等に対する言語療法業

務 

歯科衛生士 １  利用者に対する口腔機能向上, 

口腔衛生管理ｻｰﾋﾞｽ等の業務 

管理栄養士  １以上  利用者等に対する栄養指導、

栄養管理業務 

介護支援専門員  １以上  利用者等に対する施設サービ

ス計画作成等の業務 

事務職員  若干名  事務の処理 

 

（４）入所定員等   定員 １００名 

   療養室  1 人室 ４室、 ２人室 ６室、 ４人室 ２１室 

 

（５）通所定員 ８４名 

 

（６）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の営業日及営業時間 

① 毎週月曜日から土曜日までの６日間を営業日とする。 

② 営業日の８：３０～１７：１５を営業時間とする。 

 

（７）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）及び、短期入所療養 

介護（介護予防短期入所療養介護）の通常の実施地域  

富山市 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

③ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 

④ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

   朝食  ７：３０ ～  

   昼食 １２：００ ～ 

   夕食 １８：００ ～    



 

 ⑤ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。週に最低 2

回ご利用いただきます。ただし利用者の身体の状態に応じて清拭になる場合があります。） 

 ⑥ 医学的管理・看護 

 ⑦ 介護（退所時の支援も行います。） 

 ⑧ リハビリテーション 

 ⑨ 相談援助サービス 

 ⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

 ⑪ 口腔機能向上、口腔衛生管理 

 ⑫ 理美容サービス（原則週１回理美容師が来苑します。） 

 ⑬ 行政手続代行 

 ⑭ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますの

で、具体的にはご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力をいただいています。 

・協力医療機関名 

名 称 チューリップ長江病院 

住 所 富山市長江５－４－３３ 

 

名 称 富山西総合病院 

住 所 富山市婦中町下轡田１０１９ 

 

名 称 富山赤十字病院 

    住 所 富山県富山市牛島本町２－１ 

 

・協力歯科医療機関名 

名 称 よしだ歯科クリニック 

住 所 富山県富山市長江８１０－２ 

 

＊緊急時の連絡先 

  緊急の場合には、「緊急連絡先順位表」にご記入いただいた連絡先に連絡します。また緊急時

には必ず連絡が取れる連絡先（携帯電話・勤務先電話等）をご記入下さい。  

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会（感染症流行時期には面会方法が変更になる場合があります） 

    面会時間は、７：３０～２０：００までとなっています。 

・ 外出、外泊（感染症流行時期には変更になる場合があります） 

    介護老人保健施設は家庭復帰を目的としていますので、家族の皆様と関わりを持ってい

ただくために外出、外泊をお勧めします。 

・ 所持品・備品等の持ち込み 

    所持品、備品の持ち込みは施設にご相談ください。 

・ 金銭・貴重品の管理 

    金銭、貴重品は家族等で管理してください。 



 

 

 

・ 外泊時等の施設外での受診 

    入所中の医学管理は当施設の医師が行い、薬の服用が必要な利用者には当施設より投薬

いたしますので、外出または外泊時における病院、診療所への受診や薬をもらう場合は、事前に

ご相談ください。 

・ 飲食物の持ち込み 

    食中毒の危険がある為、なま物、賞味期限切れの食品の持ち込みはご遠慮ください。ま

た、その他の飲食物の持ち込みも、誤嚥の危険のある利用者や健康管理上の問題がある利用者も

おられるので、事前にご相談ください。 

・ 喫煙 

当施設内で喫煙することを禁止します。 

 

５．非常災害対策 

  ・ 防火設備   スプリンクラー、消火器、消火栓 

・ 防火防災訓練   年３回以上  

・ 事業継続訓練   年 2 回以上 （災害・感染症） 

 

６．禁止事項 

   当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．損害賠償 

   当施設の責任により利用者に生じた損害については、速やかにその損害を賠償いたします。

守秘義務に違反した場合も同様といたします。ただし、その損害の発生について、利用者に故意

又は過失が認められる時に限り、当施設の損害賠償を減じる場合があります。 

   当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

   保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

   保険名   施設総合保険 

 

８．要望及び苦情等の相談 

（１）当施設の窓口 

   当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談く

ださい。（電話 076－494－1212） 

・ 苦情解決責任者     施設長  五嶋 峰子 

・ 苦情相談窓口者（担当者）支援相談員  舟坂 竜史、田口 美咲、澤田 幸一 

  ・ 受付時間        毎週 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

また、要望や苦情等は、支援相談員にお寄せいただくか、備え付けた｢ご意見箱｣をご利用くださ

い。苦情処理委員会にて速やかに対応し、相談者に回答いたします。 

本委員会は、利用者または家族等の 

① サ－ビス内容に対する苦情 

② 職員、施設に対する苦情 

③ その他相談事 

について、検討･討議し職員に伝達指導を行います。 



 

 

 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

＊各市町村の窓口や国民健康保険団体連合会でも苦情の受付を行っています。 

富山市の方は、富山市介護保険課 

他の方は市町村介護保険担当課 

 

所在地  富山市新桜町 7 番 38 号 

電話番号 443-2041 

受付時間 月～金  8：30～17：15 

富山県国民健康保険団体連合会 所在地  富山市下野字豆田 995-3 

電話番号 431-9833 FAX 431-9850 

受付時間 月～金  9：00～17：00 

 

９．事故が発生した場合の対応 

① 事故発生時には、救急搬送の要請など利用者の生命、身体の安全を最優先に対応します。 

② 速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、事故の状況を説明し、事故に至る

経緯・経過・原因等を分析し事故防止対策を検討します。 

③ サ－ビス提供等により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１０．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意しておりますので、ご請求ください。 

 

 



 

＜別紙２＞      老 健 入 所  重 要 事 項 説 明 書 

介護保健施設サービスについて 

（令和６年１１月１日現在） 

１．介護保険証等の確認 

利用の申込みに当たり、利用希望者の介護保険証と介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認

定証を確認させていただきます。 

 

２．介護保健施設サービス 

   当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態

になるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆ

る職種の職員の協議によって作成されますが、その際、利用者及び家族等の希望を十分に取り入

れ、また、計画の内容について同意をいただくようになります。 

  ◇医療 

介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看護職員が

常勤していますので、利用者の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

◇介護 

施設サービス計画に基づいて実施します。 

◇リハビリテーション 

原則としてリハビリテーション室（機能訓練室）にて行いますが、施設内でのすべての活動が機

能訓練のためのリハビリテーション効果を期待したものです。 

◇栄養管理 

心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

◇生活サービス 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立

って運営しています。 

 

３．利用料金（自己負担割合は１割または２割または３割があり、介護保険負担割合証に記載さ

れています。下記の記載金額は 1 割負担の場合の料金です。） 

（１）基本料金 

① 施設利用料 

・ 多床室施設利用料  

【基本型】              【在宅強化型】 

      要介護１       ７９３円     要介護１      ８７１円 

      要介護２       ８４３円     要介護２      ９４７円 

      要介護３       ９０８円     要介護３    １，０１４円 

      要介護４       ９６１円     要介護４    １，０７２円 

      要介護５    １，０１２円     要介護５    １，１２５円 

・ 従来型個室施設利用料 

【基本型】              【在宅強化型】 

要介護１      ７１７円     要介護１      ７８８円 

要介護２      ７６３円     要介護２      ８６３円 

      要介護３      ８２８円     要介護３      ９２８円 

      要介護４      ８８３円     要介護４      ９８５円 

      要介護５      ９３２円     要介護５    １，０４０円 



 

② 初期加算                                                

       （ア）初期加算（Ⅰ） 入所後 30 日間に限り               ６０円／日 

        急性期医療を担う病院に入院後 30 日以内に退院しそのまま入所した場合 

（イ）初期加算（Ⅱ） 入所後 30 日間に限り         ３０円／日 

 (ア)の条件を満たさない場合 

③ 入所前後訪問指導加算 

（ア）入所前後訪問指導加算（Ⅰ）                  ４５０円／回 

退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針を 

決定した場合                   

（イ）入所前後訪問指導加算（Ⅱ）                   ４８０円／回 

  加算（Ⅰ）の要件に加え生活機能の具体的な改善目標を定め、 

  退所後の生活に係る支援計画を策定した場合            

④退所時等支援等加算 

（ア）試行的退所時指導加算                                       ４００円／回 

在宅へ退所する見込みがある者に対し退所後の療養上の指導を 

おこなった場合       

（イ）退所時情報提供加算（Ⅰ）                  ５００円／回 

        居宅へ退所し主治医へ文書で情報提供した場合 

     （ウ）退所時情報提供加算（Ⅱ）                  ２５０円／回 

                医療機関へ入院し、その医療機関へ文書で情報提供した場合 

         （エ）入退所前連携加算（Ⅰ）                                   ６００円／回 

入所１か月以内に退所後利用希望する居宅支援事業所と連携し、 

退所後のサービスの利用方針を定めた場合 

（オ） 入退所前連携加算（Ⅱ）                                   ４００円／回 

診療状況を含めた文書を情報提供した場合 

         （カ） 訪問看護指示加算                                          ３００円／回 

退所時に医師が訪問看護サービスに指示した場合    

⑤リハビリテーションに対する加算  

（ア）短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）           ２５８円／日 

入所した日から３ヶ月間、毎月厚生労働省へ情報提供した場合 

入所後３ヶ月間、リハビリを実施した日に限り         

     （イ）短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）           ２００円／日 

        入所後 3 ヶ月迄の実施した日に限り 

（ウ）認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅰ）          ２４０円／日 

退所後生活する場所をリハビリ職員が訪問し、生活環境に合わせたリハビリを実施した場合。入

所後３ヶ月迄の実施した日に限り  （認知症高齢者に限る） 

     （エ）認知症短期集中リハビリテーション加算（Ⅱ）          １２０円／日 

                入所後 3 ヶ月迄の実施した日に限り  （認知症高齢者に限る） 

     （オ）リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）        ５３円／月 

        口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を併算定し、 

リハビリテーションデータを厚生労働省へ提供し活用した場合 

     （カ）リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）       ３３円／月 

 リハビリテーションデータを厚生労働省へ提供し活用した場合 

 



 

 

⑥栄養管理に関する加算                         

  （ア）栄養マネジメント強化加算                          １１円／

日 

      栄養ケア計画に基づいた栄養管理をおこない、その情報を厚生労働省に 

提出した場合 

（イ）経口移行加算                                                    ２８円／日 

経管栄養より経口摂取に移行された場合（１８０日に限り）      

（ウ）経口維持加算（Ⅰ）                        ４００円／月 

経口摂取で著しく誤嚥が認められる場合（６ヶ月間に限り）   

（エ）経口維持加算（Ⅱ）                                              １００円／月 

経口摂取で誤嚥が認められる場合           

（オ）療養食加算                                  ６円／食 

医師の指示による療養食を提供した場合         

  （カ）退所時栄養情報連携加算                       ７０円／回 

           入所中に厚生労働省が定める特別食を摂取していた場合、または低栄養者が 

      退所した場合、退所先医療機関へ情報提供をおこなった場合 

（キ）再入所時栄養連携加算                           ２００円／回 

      入院中に厚生労働省が定める特別食を摂取していた者が再入所した場合               

⑦口腔機能に関する加算 

（ア）口腔衛生管理加算（Ⅰ）                        ９０円／月 

歯科衛生士が口腔ケアを実施した場合                    

（イ）口腔衛生管理加算（Ⅱ）                          １１０円／月 

     上記、要件と口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合 

⑧夜勤職員配置加算                             ２４円／日 

職員配置が夜間における基準に適合している場合              

⑨サービス提供体制加算 

  （ア）サービス提供体制加算（Ⅰ）                                    ２２円／日 

        介護職員のうち、介護福祉士が 80％以上又は 10 年以上の介護福祉士が 35％以上 

   （イ）サービス提供体制加算（Ⅱ）                                    １８円／日 

        介護職員のうち、介護福祉士が 60％以上である場合 

   （ウ）サービス提供体制加算（Ⅲ）                                    ６円／日 

          介護職員のうち、介護福祉士が 50％以上 

常勤職員が 75％以上・勤続 7 年以上の職員が 30％以上のいずれかに該当した場合 

⑩在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

（ア）在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）               ５１円／日 

施設利用料が基本型で在宅復帰の基準に適合している場合            

    （イ）在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）               ５１円／日 

           施設利用料が在宅強化型で在宅復帰の基準に適合している場合          

⑪緊急時治療管理                             ５１８円／日 

緊急時に所定の対応を行った場合（連続する最長３日）             

⑫所定疾患施設療養費(肺炎、尿路感染、帯状疱疹、蜂窩織炎の治療・慢性心不全の増悪) 

（ア）所定疾患施設療養費（Ⅰ）（最長７日）                         ２３９円／日 

（イ）所定疾患施設療養費（Ⅱ）（最長１０日）              ４８０円／日 



 

（施設の医師が感染症対策の研修を受講している場合）           

⑬外泊時費用 

外泊時費用（最長６日／月）                                         ３６２円／日 

外泊初日と最終日を除き施設利用料に代えて                  

   外泊時費用（最長６日／月）                     ８００円／日 

     老人保健施設の在宅サービスを利用した場合                   

⑭ターミナルケア加算  

看取りの際のケアを行った場合 

 死亡日                     １，９００円／日 

 死亡日の前日及び前々日                        ９１０円／日 

死亡日以前４日以上３０日以下                       １６０円／日 

    死亡日以前３１日以上４５日以下                          ７２円／日   

      ⑮かかりつけ医連携薬剤調整加算 

（ア）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）（イ）             １４０円／回 

      入所前に６種類以上の内服しており 主治医に対し入所中に内服の変更、 

減薬の可能性がある事を連絡し合意を得た場合 

（イ）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）（ロ）              ７０円／回 

    入所前に６種類以上の内服があり、施設入所中に内服薬剤について総合的 

評価調整をおこなった場合 

（ウ）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）                     ２４０円／回 

        （ア）又は（イ）を算定しており、服薬情報等を厚生労働省に提出した場合 

（エ）かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）                          １００円／回 

（ア）又は（イ）及び（ウ）を算定し、かつ６種類以上の内服薬が処方され 

ている入所者に対し、施設の医師と主治の医師が連携し退所時に１種類以上 

の内服薬が減少した場合 

⑯褥瘡マネジメント加算 

（ア）褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）                         ３円／月 

      褥瘡が発生するリスクがあると評価された入所者に対し、褥瘡ケア計画を 

作成し見直し、評価をおこない厚生労働省に提出した場合 

（イ）褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）                       １３円／月 

      上記、要件かつ褥瘡の発生がない場合 

⑰排せつ支援加算 

  （ア）排せつ支援加算（Ⅰ）                           １０円／月 

      排泄に介護を要する原因を分析し、支援計画を作成し、評価をおこない 

厚生労働省に提出した場合 

（イ）排せつ支援加算（Ⅱ）                           １５円／月 

      （ア）要件と排尿、排便状態の改善 または おむつ使用なしとなった場合 

（ウ）排せつ支援加算（Ⅲ）                            ２０円／月 

      （ア）要件と排尿、排便状態の改善 かつ おむつ使用なしとなった場合 

⑱自立支援推進加算                            ３００円／月 

医師が支援計画策定に係る定期検討会議に参加し、かつその情報を 3 ヶ月に 1 度 

ＬＩＦＥへ情報提出している事 

 

 



 

 

⑲科学的介護推進体制加算 

（ア）科学的介護推進体制加算Ⅰ                       ４０円／月 

      心身状況等に係る基本的な情報を、３ヶ月に 1 度厚生労働省に提出した場合 

（イ）科学的介護推進体制加算Ⅱ                      ６０円／月 

       上記、要件に加え疾病や服薬情報等も厚生労働省に提出した場合 

⑳安全対策体制加算                         ２０円／入所時1回 

  事故の発生防止や再発防止に努めている場合 

㉑協力医療機関連携加算 

 （ア）協力医療機関連携加算（Ⅰ）             （令和 6 年度）１００円／月 

                              （令和 7 年度～）５０円／月 

     協力医療機関先が、昼夜問わず相談・診療・入院が可能である病院であった場合 

 （イ）協力医療機関連携加算（Ⅱ）                      ５円／月 

（ア）の条件を満たさない協力医療機関先の場合 

㉒高齢者施設等感染対策向上加算 

 （ア）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）                 １０円／月 

     第二種協定指定医療機関との間で新興感染症の発生時の対応を行う体制を確保 

     している場合 

 （イ）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）                  ５円／月 

     診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を出している医療機関から、３年に 

     1 回以上施設内で感染者が発生した場合の感染等制御の実施指導をうけている場合 

㉓新興感染症等施設療養費（最長５日）                    ２４０円／日 

    新興感染症が発生した場合に、適切な措置を行いながらサービス継続した場合 

㉔生産性向上推進体制加算 

 （ア）生産性向上推進体制加算（Ⅰ）                   １００円／月 

     （イ）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たしつつ、見守り機器を複数台 

導入し、かつ職員間の業務役割分担への取り組みをおこなっている場合 

 （イ）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）                     １０円／月 

          見守り機器等のテクノロジーを導入し、その成果について 1 年に 1 回以上データ 

     の提供をおこなっている場合 

㉕介護職員等処遇改善加算 

（ア）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合  

上記①～㉔の各料金の総額の７．５％ 

  （イ）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～㉔の各料金の総額の７．１％ 

  （ウ）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～㉔の各料金の総額の５．４％ 

  （エ）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～㉔の各料金の総額の４．４％ 

㉖地域区分（富山市・7 等級） 

上記①～㉘までの総額に１．４％ 

 

 

 



 

 

（２）その他の料金 

①居住費（１日あたり） 

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

多床室     ０円   ４３０円    ４３０円     ４３０円     ４３７円 

従来型個室 ５５０円   ５５０円 １，３７０

円 

１，３７０円 １，７２８円 

・外出・外泊時にも居住費が加算されます。 

・ただし、利用者が負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている居住費の負担

限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限になります。 

②個室利用料（1 日あたり）  １人室 Ａ   ３，３００円（税込) 

１人室 Ｂ  １，６５０円（税込） 

２人室     １，１００円（税込)  

③食 費（１日あたり）          

＊食材料費及び調理費が含まれています。 

＊ただし、利用者が負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている食費

の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限になります。 

④教養娯楽費（１日あたり）        １０５円（税込） 

⑤理美容代  ２，８６０円（税込、パーマ等はご相談ください。） 

⑥洗濯代 できる限り、ご家族でお願いします。 

    ただし、業者による洗濯あり ５，７００円／月（税込） 

⑦電気代（電気器具１点毎に、５５円／日（税込） 

⑧健康管理費  実費（予防接種等） 

（３）支払い方法 

 ・毎月１０日までに前月分の請求書を発行し、所定の方法により交付します。お支払いいただ

きますと所定の方法により領収書を交付します。 

 ・支払い方法は、話し合いの上、双方合意の方法によります。 

①金融機関口座自動引き落としの場合は、毎月１７日に引き落としいたします。 

（17 日が土日祝日の場合には翌営業日になります。） 

③ その他の場合は、その月の末日までにお支払い下さい。  

④  

 

 

 

 

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

食 費 ３００円 ３９０円 ６５０円 １，３６０円 ２，０１０円 



 

老人保健施設 チューリップ苑 

通所リハビリテーション 

介護予防通所リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

（介護予防）通所リハビリテーション 重要事項説明書 

老人保健施設チューリップ苑のご案内 

（令和６年６月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名 老人保健施設チューリップ苑 

   ・開設年月日 平成４年５月１日 

      ・所在地 富山県富山市長江五丁目４番３３号 

   ・電話番号 076－494－1212  ファックス番号 076－494－1350 

      ・管理者名 齊藤 光和 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（１６７０１０１４８２号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必

要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に

応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるよ

うに支援すること、また、利用者が居宅での生活を 1 日でも長く継続できるよう、短期入所療養

介護（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーショ

ン）といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただ

いた上でご利用ください。 

 

    ［老人保健施設チューリップ苑の運営方針］ 

１ 当施設では、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画に基づいて、

理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能

の維持回復を図り、利用者が１日でも長く居宅での生活を維持できるように在宅ケアの支援に努

めます。 

２ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場

合以外、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。 

３ 当施設では介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保

健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合

的サービス提供を受けることが出来るよう努めます。 

４ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごす

ことができるようサービス提供に努めます。 

５ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対して療養上必要

な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施す

るように努めます。 

６ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り当施

設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原

則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその家族等



 

の了解を得ることとします。 

 

（３）施設の職員体制 

 員 数 業務内容 

医師 1(入所兼務) 利用者の健康管理及び医療の適切なる処置 

看護職員  １以上 利用者のサービス計画に基づく看護業務 

介護職員 １０以上 利用者のサービス計画に基づく介護業務 

支援相談員  1 以上 利用者等に関する相談業務 

理学・作業療法士  1 以上  利用者等に対する理学・作業療法業務 

歯科衛生士 

 

１  利用者に対する口腔機能向上, 

口腔衛生管理サービス等の業務 

管理栄養士  １(兼務) 利用者等に対する栄養指導、栄養管理業務 

事務職 若干名 事務の処理 

その他 若干名(兼務) 運転業務 

 

（４）入所定員等   定員 １００名 

   療養室  1 人室 ４室、 ２人室 ６室、 ４人室 ２１室 

 

（５）通所定員 ８４名 

 

（６）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の営業日及営業時間 

⑤ 毎週月曜日から土曜日までの６日間を営業日とする。 

⑥ 営業日の８：３０～１７：１５を営業時間とする。 

 

（７）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）及び、短期入所療養介護（介

護予防短期入所療養介護）の通常の実施地域   富山市 

 

 

２．サービス内容 

① 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 

② 食事（原則として食堂でおとりいただきます。）昼食 １２：００ ～ 

 ③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。ただし、利

用者の身体の状態に応じて清拭になる場合があります。） 

④ 介護 

⑤ リハビリテーション 

 ⑥ 相談援助サービス 

 ⑦ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

 ⑧ 口腔機能向上、口腔衛生管理 

 ⑨ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、家族等の迎えが居宅介護サービス計

画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用されます。） 

 ⑩ 行政手続代行 

 ⑪ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますの

で、具体的にはご相談ください。 



 

 

 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力をいただいています。 

・協力医療機関名 

名 称 チューリップ長江病院 

住 所 富山市長江５－４－３３ 

 

名 称 富山西総合病院 

住 所 富山市婦中町下轡田１０１９ 

 

名 称 富山赤十字病院 

    住 所 富山県富山市牛島本町２－１ 

 

・協力歯科医療機関名 

名 称 よしだ歯科クリニック 

住 所 富山県富山市長江８１０－２ 

 

＊緊急時の連絡先 

  緊急の場合には、「利用申し込み及び希望表」にご記入いただいた連絡先に連絡します。また

緊急時には必ず連絡が取れる連絡先（携帯電話・勤務先電話等）をご記入ください。  

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・所持品・備品等の持ち込み 

  所持品、備品の持ち込みは施設にご相談ください。 

・金銭・貴重品の管理 

  金銭、貴重品は家族等で管理してください。 

・飲食物の持ち込み 

   食中毒の危険があるため、なま物、賞味期限切れの食品の持ち込みはご遠慮下さい。 

また、その他の飲食物の持ち込みも、誤嚥の危険のある利用者や健康管理上の問題がある利用者

もおられるので、事前にご相談ください。 

・喫煙 

当施設内で喫煙することを禁止します。 

 

５．非常災害対策 

  ・防火設備   スプリンクラー、消火器、消火栓 

  ・防災訓練   年２回以上 

  ・事業継続訓練 年 2 回以上（災害・感染症） 

 

６．禁止事項 

   当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 



 

 

７．損害賠償 

   当施設の責任により利用者に生じた損害については、速やかにその損害を賠償いたします。

守秘義務に違反した場合も同様と致します。ただし、その損害の発生について、利用者に故意又

は過失が認められる時に限り、当施設の損害賠償を減じる場合があります。 

当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

   保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

   保 険 名 施設総合保険 

 

８．要望及び苦情等の相談 

（１）当施設の窓口 

   当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談く

ださい。（電話 076－494－1212） 

・苦情解決責任者 施設長 五嶋 峰子 

・苦情相談担当  支援相談員  本多 洋美子 

  ・受付時間    毎週 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

また、要望や苦情等は、支援相談員にお寄せいただくか、備え付けた｢ご意見箱｣をご利用くださ

い。苦情処理委員会にて速やかに対応し、相談者に回答いたします。 

 

本委員会は、利用者または家族等の①サ－ビス内容に対する苦情②職員、施設に対する苦情③そ

の他相談事を検討･討議し職員に伝達指導を行います。 

 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

＊各市町村の窓口や国民健康保険団体連合会でも苦情の受付を行っています。 

富山市の方は、富山市介護保険課。 

他の方は市町村介護保険担当課 

 

所在地  富山市新桜町 7 番 38 号 

電話番号 443-2041 

受付時間 月～金  8：30～17：15 

富山県国民健康保険団体連合会 所在地  富山市下野字豆田 995-3 

電話番号 431-9833 FAX 431-9850 

受付時間 月～金  9：00～17：00 

 

９．事故が発生した場合の対応 

① 事故発生時には、救急搬送の要請など利用者の生命、身体の安全を最優先に対応します。 

④ 速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、事故の状況を説明し、事故に

至る経緯・経過・原因等を分析し事故防止対策を検討します。 

⑤ サ－ビス提供等により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行いま

す。 

 

１０．災害発生時の対応について 

   富山市において震度６以上の地震が発生した場合は、次の対応とさせていただきます。 

   ・０時から８時までに発生した場合には、当日の営業を中止とさせていただきます。 

   ・２４時までに発生した場合には、翌日の営業を中止とさせていただきます。 

１１．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意しておりますので、ご請求ください。 



 

＜別紙２＞         

(介護予防)通所リハビリテーション 重要事項説明書 

介護保健施設サービスについて 

（令和６年１１月１日現在） 

１．介護保険証の確認 

利用の申込みに当たり、利用希望者の介護保険証と介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認

定証を確認させていただきます。 

 

２．通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の概要 

   通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）については、要介護者（介護

予防通所リハビリテーションにあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案さ

れた居宅介護サービス（介護予防サービス）計画書に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、

看護、医学管理の下における介護及び理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行

い、利用者の心身の機能の回復を図るために提供されます。このサービスを提供するにあたって

は、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら通所リハビリテーション（介護

予防通所リハビリテーション）の提供にあたるあらゆる職種の職員の協議によって、通所リハビ

リテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画が作成されますが、その際、利用者及び

家族等の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容について同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金（自己負担割合は１割または２割または３割があり、介護保険負担割合証に記載さ

れています。下記の記載金額は 1 割負担の場合の料金です。） 

（１） 通所リハビリテーションの基本料金 

①施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によって利用

料が異なります） 

  【大規模  平均延べ人員 751 人以上／月】 

・ 〔１時間以上２時間未満〕 

      要介護１               ３５７ 円／日 

      要介護２               ３８８ 円／日 

      要介護３               ４１５ 円／日 

      要介護４               ４４５ 円／日 

    要介護５               ４７５ 円／日  

・ 〔２時間以上３時間未満〕  

      要介護１               ３７２ 円／日 

      要介護２               ４２７ 円／日 

      要介護３               ４８２ 円／日 

      要介護４               ５３６ 円／日 

    要介護５               ５９１ 円／日  

・ 〔３時間以上４時間未満〕 

      要介護１               ４７０ 円／日 

      要介護２               ５４７ 円／日 

      要介護３               ６２３ 円／日 

      要介護４               ７１９ 円／日 

      要介護５               ８１６ 円／日  

 



 

・ 〔４時間以上５時間未満〕 

      要介護１               ５２５ 円／日 

      要介護２               ６１１ 円／日 

      要介護３               ６９６ 円／日 

      要介護４               ８０５ 円／日 

      要介護５               ９１２ 円／日 

・ 〔５時間以上６時間未満〕 

      要介護１               ５８４ 円／日 

      要介護２               ６９２ 円／日 

      要介護３               ８００ 円／日 

      要介護４               ９２９ 円／日 

      要介護５             １，０５３ 円／日 

・ 〔６時間以上７時間未満〕 

      要介護１               ６７５ 円／日 

      要介護２               ８０２ 円／日 

      要介護３               ９２９ 円／日 

      要介護４             １，０７７ 円／日 

      要介護５             １，２２４ 円／日 

・ 〔７時間以上８時間未満〕 

      要介護１               ７１４ 円／日 

      要介護２               ８４７ 円／日 

      要介護３               ９８３ 円／日 

      要介護４             １，１４０ 円／日 

      要介護５             １，３００ 円／日 

 

【通常規模 平均延べ人員 750 人未満／月】 

 大規模の場合であっても、リハビリテーションマネジメント加算の算定率が８０%以上 

かつ リハビリテーション専門職の配置が利用者数に対し１０対１以上の場合は通常規模型で

の利用算定となります。 

・ 〔１時間以上２時間未満〕 

      要介護１               ３６９ 円／日 

      要介護２               ３９８ 円／日 

      要介護３               ４２９ 円／日 

      要介護４               ４５８ 円／日 

    要介護５               ４９１ 円／日  

・  〔２時間以上３時間未満〕  

      要介護１               ３８３ 円／日 

      要介護２               ４３９ 円／日 

      要介護３               ４９８ 円／日 

      要介護４               ５５５ 円／日 

    要介護５               ６１２ 円／日  

 

 

・ 〔３時間以上４時間未満〕 



 

      要介護１               ４８６ 円／日 

      要介護２               ５６５ 円／日 

      要介護３               ６４３ 円／日 

      要介護４               ７４３ 円／日 

      要介護５               ８４２ 円／日  

・ 〔４時間以上５時間未満〕 

      要介護１               ５５３ 円／日 

      要介護２               ６４２ 円／日 

      要介護３               ７３０ 円／日 

      要介護４               ８４４ 円／日 

      要介護５               ９５７ 円／日 

・ 〔５時間以上６時間未満〕 

      要介護１               ６２２ 円／日 

      要介護２               ７３８ 円／日 

      要介護３               ８５２ 円／日 

      要介護４               ９８７ 円／日 

      要介護５             １，１２０ 円／日 

・ 〔６時間以上７時間未満〕 

      要介護１               ７１５ 円／日 

      要介護２               ８５０ 円／日 

      要介護３               ９８１ 円／日 

      要介護４             １，１３７ 円／日 

      要介護５             １，２９０ 円／日 

・ 〔７時間以上８時間未満〕 

      要介護１               ７６２ 円／日 

      要介護２               ９０３ 円／日 

      要介護３             １，０４６ 円／日 

      要介護４             １，２１５ 円／日 

      要介護５             １，３７９ 円／日 

 

② 入浴加算（但し、利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できない事があります。）                          

（A）入浴加算（Ⅰ）                         ４０円／日 

通所リハビリテーションを利用して入浴した場合    

（B）入浴加算（Ⅱ）                         ６０円／日 

利用者宅の浴室の環境及び動作を評価し入浴計画に沿い入浴した場合 

③リハビリテーションマネジメント加算 

 （A）リハビリテーションマネジメント加算（イ） 

通所リハビリテーション計画を定期的に評価し必要に応じて当該計画の見直しと定期会議を開

催している場合 

・同意日の属する月から６月以内               ５６０円／月 

・同意日の属する月から６月超                ２４０円／月 

  

 

（B）リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 



 

リハビリマネジメント加算（イ）の条件と、その情報を厚生労働省へ提出した場合 

・同意日の属する月から６月以内                ５９３円／月 

・同意日の属する月から６月超                 ２７３円／月 

（C）リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 

    リハビリマネジメント加算（ロ）の条件と、リハ職員・栄養士・歯科衛生士が利用者の

リハビリ状況・栄養・口腔状態に関する情報を相互に共有し必要に応じてリハビリ計画を見直し

と定期会議を開催している場合 

・同意日の属する月から６月以内                ７９３円／月 

・同意日の属する月から６月超                 ４７３円／月 

（D）リハビリテーションマネジメント加算（イ）（ロ）（ハ）に関わる会議の内容を、 

事業所の医師が、利用者・家族へ説明し同意を得た場合      ２７０円／月 

④短期集中個別リハビリテーション実施加算               １１０円／日 

リハビリマネジメント加算（イ）（ロ）（ハ）いずれかを算定しており かつ退院退所 

または介護認定日から３ヵ月以内に集中的な個別リハビリを実施した場合 

⑤理学療法士等体制強化加算（１～２時間未満のみ）            ３０円／日 

 常勤専従の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を 2 人以上配置した場合 

⑥栄養アセスメント加算                         ５０円／月 

  個別に栄養アセスメントを実施し、家族へ説明し相談等に対応し かつその情報を厚生労

働省へ提出した場合      

⑦栄養改善加算                            ２００円／回                

  栄養ケア計画に基づき、栄養改善サービスを実施した場合 

（３ヵ月以内に限り、１月に２回を限度）         

⑧口腔機能向上加算               

（A）口腔機能向上加算（Ⅰ）                     １５０円／回 

指導計画に基づき、歯科衛生士等が個別に口腔機能向上サービスを行った場合 

（１ヵ月に２回を限度） 

（B）口腔機能向上加算（Ⅱ）                     

・口腔機能向上加算（Ⅱ）（イ）                 １５５円／回 

口腔機能向上加算（Ⅰ）の要件満たし かつ リハマネ加算（ハ）を算定し 

口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出した場合   

    ・口腔機能向上加算（Ⅱ）（ロ）                 １６０円／回 

口腔機能向上加算（Ⅰ）の要件満たし、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働

省に提出した場合           

⑨口腔・栄養スクリーニング加算 

（A）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（6 月に 1 回まで）       ２０円／回 

口腔状態と栄養状態について確認し介護支援専門員へ情報提供している場合 

（B）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（6 月に 1 回まで）        ５円／回 

口腔状態と栄養状態のいずれか
．．．．

確認し介護支援専門員へ情報を提供している場合 ⑩重度療養

管理加算（1～2 時間未満の利用は除く）            １００円／日 

  要介護３から要介護５で手厚い医療が必要な方を受け入れた場合                        

    

 

 

 



 

⑪退院時共同指導加算                         ６００円／回 

 病院や診療所に入院している者が退院するにあたり、通所リハビリ事業所の医師またはリハビ

リ職員が退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った後に初回の通所リハビリを実

施した場合 

⑫中重度者ケア体制加算                         ２０円／日 

  利用者総数のうち要介護３～要介護５の利用者数が一定割合以上の場合 

⑬送迎減算                       （片道につき）－４７円／回 

  事業所が送迎をおこなわない場合 

⑭リハビリテーション提供体制加算 

  リハビリ専門職の配置数が基準よりも手厚い体制の場合 

  ３時間以上４時間未満                        １２円／回 

４時間以上５時間未満                        １６円／回 

５時間以上６時間未満                        ２０円／回 

６時間以上７時間未満                        ２４円／回 

７時間以上                             ２８円／回 ⑮科

学的介護推進体制加算 

  心身状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出した場合       ４０円／月 

⑯サービス提供体制強化加算 

 （A）サービス提供体制加算（Ⅰ）                                 ２２円／日 

   介護職員のうち、介護福祉士が 70％以上又は 10 年以上の介護福祉士が 25％以上で 

ある場合 

 （B）サービス提供体制加算（Ⅱ）                                 １８円／日 

   介護職員のうち、介護福祉士が 50％以上である場合 

（C）サービス提供体制加算（Ⅲ）                                  ６円／日 

    介護職員のうち、介護福祉士が 40 パーセント以上 

勤続 7 年以上の職員が 30％以上のいずれかに該当した場合 

⑰介護職員等処遇改善加算 

（A）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合  

上記①～⑯の各料金の総額の８．６％ 

（B）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

    上記①～⑯の各料金の総額の８．３％ 

（C）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

    上記①～⑯の各料金の総額の６．６％ 

（D）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

    上記①～⑯の各料金の総額の５．３％ 

⑱地域区分（富山市・７等級） 

  上記①～⑰の各料金の総額に１．７％を乗じる 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）介護予防通所リハビリテーションの基本料金 

（自己負担割合は１割または２割または３割があり、介護負担割合証に記載されています。下記

は、自己負担 1 割の場合 1 日あたりの負担額です） 

 

①施設利用料（要介護認定による要支援の程度によって利用料が異なります。） 

・要支援１                              ２，２６８円／月 

 ・要支援２                              ４，２２８円／月 

②生活行為向上リハビリテーション実施加算（イ） 

  生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえたリハビリテーション実施 

計画を定めており、それに基づく利用者の能力の向上を支援した場合 

  利用開始日の月から６ヵ月以内                        ５６２円／月 

③栄養改善加算                                ２００円／回 

栄養ケア計画に基づき、栄養改善サービスを行った場合         

（３ヵ月以内に限り、１月に２回を限度）         

④栄養アセスメント加算                         ５０円／月 

  個別に栄養アセスメントを実施し、家族へ説明し相談等に対応した場合 

かつ、その情報を厚生労働省へ提出した場合                 

⑤口腔・栄養スクリーニング加算 

（A）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（6 月に 1 回を限度）      ２０円／回 

口腔の健康状態及び栄養状態について確認しケアマネへ情報を提供した場合 

（B）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）(6 月に 1 回を限度)        ５円／回 

口腔の健康状態と栄養状態のいずれか
．．．．

確認しケアマネへ情報を提供した場合 

⑥口腔機能向上加算  

（A）口腔機能向上加算（Ⅰ）                     １５０円／回 

指導計画に基づき、歯科衛生士等が個別に口腔機能向上サービスを行った場合 

（１ヵ月に２回を限度） 

 （B） 口腔機能向上加算（Ⅱ）                    １６０円／回 

口腔機能向上加算（Ⅰ）の要件を満たし、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出した場合       

⑦一体的サービス提供加算                       ４８０円／月 

  栄養改善サービスおよび口腔機能向上サービスを同月に実施した場合 

⑧退院時共同指導加算                         ６００円／回 

   病院や診療所に入院している者が退院するにあたり、通所リハビリ事業所の医師またはリハ

ビリ職員が退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った後に初回の通所リハビリを

実施した場合 

⑨科学的介護推進体制加算 

  心身状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出した場合       ４０円／月 

⑩利用を開始した日の属する月から起算して１２月を超えた期間に利用した場合 

 ただし、厚生労働省へ情報提供を行っている場合には減算は行わない 

  ・要支援１                             －１２０円／月 

・要支援２                                   －２４０円／月 

 

 

 



 

⑪サービス提供体制強化加算 

（A）サービス提供体制加算（Ⅰ）                                 

    介護職員のうち介護福祉士が 70％以上又は 10 年以上の介護福祉士が 25％以上の場合 

     ・要支援１                                ８８円／月 

  ・要支援２                               １７６円／月 

（B）サービス提供体制加算（Ⅱ）                                 

   介護職員のうち介護福祉士が 50％以上の場合 

   ・要支援１                                                        ７２円／月 

    ・要支援２                             １４４円／月 

（C）サービス提供体制加算（Ⅲ）                                  

     介護職員のうち介護福祉士が 40 パーセント以上 

勤続 7 年以上の職員が 30％以上のいずれかに該当した場合 

   ・要支援１                               ２４円／月 

   ・要支援２                               ４８円／月 

⑫介護職員等処遇改善加算 

（A）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合  

上記①～⑪の各料金の総額の８．６％ 

（B）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

    上記①～⑪の各料金の総額の８．３％ 

（C）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

    上記①～⑪の各料金の総額の６．６％ 

（D）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

    上記①～⑪の各料金の総額の５．３％ 

⑬地域区分（富山市・７等級） 

 上記①～⑫の各料金の総額に１．７％を乗じる 

 

（３）その他の料金 

  ① 食費                               昼食７４０円 

    ＊原則として、食堂でおとりいただきます。なお（介護予防）通所リハビリテー 

ション利用時間帯によっては、食事の提供ができないことがあります。 

  ② 日用消耗品費（１日あたり）                   ３０円 （税込） 

  ③ 教養娯楽費（１日あたり）                   １０５円 （税込） 

④ その他（別途資料をご覧ください。） 

 

（４）支払い方法 

  ・毎月１０日までに前月分の請求書を発行し、所定の方法により交付します。お支払いいた

だきますと所定の方法により領収書を交付します。 

  ・支払い方法は、話し合いの上、双方合意の方法によります。 

①金融機関口座自動引き落としの場合は、毎月１７日に引き落としいたします。 

（17 日が土日祝日の場合には翌営業日になります。） 

① その他の場合は、その月の末日までにお支払い下さい。  

 

 



 

老人保健施設 チューリップ苑 

短期入所療養介護 

介護予防短期入所療養介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
（介護予防）短期入所療養介護 重要事項説明書 

老人保健施設チューリップ苑のご案内 

（令和６年４月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名 老人保健施設チューリップ苑 

   ・開設年月日 平成４年５月１日 

      ・所在地 富山県富山市長江五丁目４番３３号 

   ・電話番号 076－494－1212  ファックス番号 076－494－1350 

      ・管理者名 齊藤 光和 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（１６７０１０１４８２号） 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必

要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に

応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるよ

うに支援すること、また、利用者が居宅での生活を 1 日でも長く継続できるよう、短期入所療養

介護(介護予防短期入所療養介護)や通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

 この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただ

いた上でご利用ください。 

 

    ［老人保健施設チューリップ苑の運営方針］ 

１ 当施設では、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画に基づいて、医学的管理

の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる、医療ならびに日常

生活上の世話を行い、利用者の身体機能の向上を目指すと共に利用者の家族の身体的及び精神的

負担の軽減を図り、利用者が１日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努め

ます。 

２ 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場

合以外、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。 

３ 当施設では介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保

健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合

的サービス提供を受けることができるよう努めます。 

４ 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごす

ことができるようサービス提供に努めます。 

５ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対して療養上必要

な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施す

るように努めます。 

 

６ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り当施

設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原



 

則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその家族等

の了解を得ることとします。 

 

（３）施設の職員体制 

 員数  

昼 間 夜 間 業務内容 

医  師  １以上  
利用者の健康管理及び医療の適切

なる処置 

看護職員  ９以上 １ 
利用者の保健衛生並びに看護業務 

薬剤師 1  
利用者の薬剤管理並びに服薬指導 

介護職員 ２５以上 ４ 
利用者の日常生活全般にわたる介

護業務 

支援相談員  １以上  利用者等に対する相談業務 

理学･作業療法士 

 １以上 
 

利用者等に対する理学療法・作業

療法業務 

言語聴覚士 
利用者等に対する 

言語療法業務 

歯科衛生士 １  
利用者に対する口腔機能向上, 

口腔衛生管理ｻｰﾋﾞｽ等の業務 

管理栄養士  1 以上  
利用者等に対する栄養指導、栄養

管理業務 

介護支援専門員  １以上                
利用者等に対する施設サービス計

画作成等の業務 

事務職員 若干名  事務の処理 

 

（４）入所定員等   定員 １００名  

   療養室  1 人室 ４室、 ２人室 ６室、 ４人室 ２１室 

 

（５）通所定員 ８４名 

 

（６）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の営業日及営業時間 

⑦ 毎週月曜日から土曜日までの６日間を営業日とする。 

⑧ 営業日の８：３０～１７：１５を営業時間とする。 

 

（７）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）及び、短期入所療養介護（介

護予防短期入所療養介護）の通常の実施地域  富山市 

２．サービス内容 

⑤ 施設サービス計画の立案 

⑥ 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案 

⑦ 通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画の立案 



 

⑧ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

   朝食    ７：３０ ～  

   昼食   １２：００ ～ 

   夕食   １８：００ ～     

 ⑤ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。週に最低 2

回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭になる場合があります。） 

 ⑥ 医学的管理・看護 

 ⑦ 介護（退所時の支援も行います。） 

 ⑧ リハビリテーション 

 ⑨ 相談援助サービス 

 ⑩ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

 ⑪ 口腔機能向上、口腔衛生管理 

 ⑫ 理美容サービス（原則週１回理美容師が来苑します。） 

 ⑬ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、家族等の迎えが居宅介護サービス計

画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用されます。） 

 ⑭ 行政手続代行 

 ⑮ その他 

   ＊これらのサービスのなかには、基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますの

で、具体的にはご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力をいただいています。 

・協力医療機関名 

名 称 チューリップ長江病院 

住 所 富山市長江５－４－３３ 

 

名 称 富山西総合病院 

住 所 富山市婦中町下轡田１０１９ 

 

名 称 富山赤十字病院 

    住 所 富山県富山市牛島本町２－１ 

 

・協力歯科医療機関名 

名 称 よしだ歯科クリニック 

住 所 富山県富山市長江８１０－２ 

＊緊急時の連絡先 

  緊急の場合には、「緊急連絡先順位表」にご記入いただいた連絡先に連絡します。また緊急時

には必ず連絡が取れる連絡先（携帯電話・勤務先電話等）をご記入下さい。  

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会（感染症流行時期には面会方法が変更になる場合があります） 

    面会時間は７：３０～２０：００となっています。 

・ 外出（感染症流行時期には変更になる場合があります） 

・ 所持品・備品等の持ち込み 



 

    所持品、備品の持ち込みは施設にご相談ください。 

・ 金銭・貴重品の管理 

    金銭、貴重品は家族等で管理してください。 

・ 外出時の施設外での受診 

    短期入所中の医学管理は当施設の医師が行い、薬の服用が必要な利用者には当施設より

投薬いたしますので、外出時における病院、診療所への受診や薬をもらう場合は、事前にご相談

ください。 

・ 飲食物の持ち込み 

    食中毒の危険がある為、なま物、賞味期限切れの食品の持ち込みはご遠慮ください。ま

た、その他の飲食物の持ち込みも、誤嚥の危険のある利用者や健康管理上の問題がある利用者も

おられるので、事前にご相談ください。 

・ 喫煙 

 当施設内で喫煙することを禁止します。 

 

５．非常災害対策 

  ・  防火設備  スプリンクラー、消火器、消火栓 

・  防災訓練   年２回以上  

・  事業継続訓練 年 2 回以上 （災害・感染症） 

 

６．禁止事項 

   当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

７．損害賠償 

   当施設の責任により利用者に生じた損害については、速やかにその損害を賠償いたします。

守秘義務に違反した場合も同様といたします。ただし、その損害の発生について、利用者に故意

又は過失が認められる時に限り、当施設の損害賠償を減じる場合があります。 

当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

   保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

   保険名   施設総合保険 

８．要望及び苦情等の相談 

（１）当施設の窓口 

   当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談く

ださい。（電話 076－494－1212） 

・ 苦情解決責任者     施設長 五嶋 峰子 

・ 苦情相談担当者（担当者）支援相談員 舟坂 竜史、田口 美咲、澤田 幸一 

・ 受付時間        毎週 月曜日～金曜日 8：30～17：15 

また、要望や苦情等は、支援相談員にお寄せいただくか、備え付けた｢ご意見箱｣をご利用くださ

い。苦情処理委員会にて速やかに対応し、相談者に回答いたします。 

本委員会は、利用者または家族等の①サ－ビス内容に対する苦情②職員、施設に対する苦情③そ

の他相談事を検討･討議し職員に伝達指導を行います。 

 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

＊各市町村の窓口や国民健康保険団体連合会でも苦情の受付を行っています。 



 

富山市の方は、富山市介護保険課 

他の方は市町村介護保険担当課 

 

所在地  富山市新桜町 7 番 38 号 

電話番号 443-2041 

受付時間 月～金  8：30～17：15 

富山県国民健康保険団体連合会 所在地  富山市下野字豆田 995-3 

電話番号 431-9833 FAX 431-9850 

受付時間 月～金  9：00～17：00 

 

９．事故が発生した場合の対応 

➀  事故発生時には、救急搬送の要請など利用者の生命、身体の安全を最優先に対応します。 

② 速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、事故の状況を説明し、事故に至る

経緯・経過・原因等を分析し事故防止対策を検討します。 

③ サ－ビス提供等により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１０．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意しておりますので、ご請求ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙２＞         

（介護予防）短期入所療養介護 重要事項説明書 

（令和６年１１月１日現在） 

１．介護保険証の確認 

利用の申込みに当たり、利用希望者の介護保険証と介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認

定証を確認させていただきます。 

 

２．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の概要 

   短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者及び経過的要介護者（介護予

防にあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基

づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及びリハビリテーシ

ョンその他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用

者のご家族の身体及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあ

たっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護計画（介護予

防短期入所療養介護）が作成されますが、その際、利用者及び家族等の希望を十分に取り入れ、

また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

３．利用料金（自己負担割合は１割または２割または３割があり、介護保険負担割合証に記載さ

れています。下記の記載金額は 1 割負担の場合の料金です。） 



 

 

 

（１） 短期入所療養介護の基本料金 

①施設利用料 

・ 多床室施設利用料  

     【基本型】              【在宅強化型】 

     要介護１    ８３０ 円／日    要介護１    ９０２ 円／日  

      要介護２    ８８０ 円／日    要介護２    ９７９ 円／日 

      要介護３    ９４４ 円／日    要介護３  １，０４４ 円／日 

      要介護４    ９９７ 円／日    要介護４  １，１０２ 円／日 

      要介護５  １，０５２ 円／日    要介護５  １，１６１ 円／日 

 

・ 従来型個室施設利用料 

     【基本型】              【在宅強化型】 

要介護１    ７５３ 円／日    要介護１    ８１９ 円／日 

要介護２    ８０１ 円／日    要介護２    ８９３ 円／日 

      要介護３    ８６４ 円／日    要介護３    ９５８ 円／日 

      要介護４    ９１８ 円／日    要介護４  １，０１７ 円／日 

      要介護５    ９７１ 円／日    要介護５  １，０７４ 円／日 

           

 

 

② 送迎加算 

入所時および退所時に送迎を行った場合          １８４円／片道 

③ 緊急時施設療養費 

緊急時に所定の対応を行った場合（連続する最長７日）      

月 1 回程度 連続する 3 日間                ５１８円／日  

④ 総合医学管理加算（利用中 10 日を限度）             ２７５円／日 

 治療管理として投薬、検査、注射、処置をおこない記録した場合 

⑤ 個別リハビリテーション実施加算                

おおむね 20 分以上個別リハビリテーションを行った場合    ２４０円／日    

⑥ 重度療養管理加算（要介護度４・５の対象者のみ） 

計画的な医学管理を行った場合                １２０円／日 

⑦ 緊急短期入所受入加算 

  居宅サービス計画において計画的に短期入所を行うことに 

  なっていないときに急遽受け入れした場合（7 日を限度）    

但し、介護者がやむを得ない事情ある場合は 14 日       ９０円／日  

⑧ 療養食加算 

医師の指示による療養食を提供した場合              ８円／食 

     ⑨ 口腔連携強化加算 

      口腔の健康状態の評価を実施し、歯科機関およびケアマネへ 

      情報提供した場合                      ５０円／月 

⑩ 夜勤職員配置加算 

    職員配置が夜間における基準に適合している場合        ２４円／日 



 

⑪ サービス提供体制加算 

    (ア)サービス提供体制加算（Ⅰ）                             ２２円／日 

      介護職員のうち、介護福祉士が 80％以上又は 10 年以上の介護福祉士が 35％以上 

     (イ)サービス提供体制加算Ⅱ                                 １８円／日 

     介護職員のうち、介護福祉士が 60％以上である場合 

     (ウ)サービス提供体制加算Ⅲ                                  ６円／日 

       介護職員のうち、介護福祉士が 50％以上 

常勤職員が 75％以上・勤続 7 年以上の職員が 30％以上のいずれかに該当した場合 

⑫ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

  ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

    施設利用料が基本型で在宅復帰の基準に適合している場合     ５１円／日 

  ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

    施設利用料が在宅強化型で在宅復帰の基準に適合している場合  ５１円／日 

 

 

 

 

 

 

⑬ 生産性向上推進体制加算 

      （ア）生産性向上推進体制加算（Ⅰ）              １００円／月 

      （イ）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たしつつ、見守り 

機器を複数台導入し、かつ職員間の業務役割分担への取り組みを 

おこなっている場合                    １００円／月                                                          

 （イ）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）                  

          見守り機器等のテクノロジーを導入し、その成果について 1 年に 1 回以上データ 

     の提供をおこなっている場合                                   １０円／月 

⑭ 介護職員等処遇改善加算 

（ア）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合  

上記①～⑬の各料金の総額の７．５％ 

  （イ）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～⑬の各料金の総額の７．１％ 

  （ウ）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～⑬の各料金の総額の５．４％ 

  （エ）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～⑬の各料金の総額の４．４％ 

⑮ 地域区分（富山市・7 等級） 

   上記、①～⑰の各料金の総額に１．４％を乗じる 

 

 

（２） 介護予防短期入所療養介護の基本料金 

（下記は、負担割合 1 割の場合の 1 日あたりの負担額です） 

① 施設利用料 

・ 多床室施設利用料 



 

     【基本型】              【在宅強化型】 

    要支援１     ６１３円／日    要支援１     ６７２円／日    

     要支援２     ７７４円／日    要支援２     ８３４円／日 

・ 従来型個室施設利用料 

     【基本型】              【在宅強化型】 

      要支援１     ５７９円／日    要支援１     ６３２円／日 

要支援２     ７２６円／日    要支援２     ７７８円／日 

 

② 送迎加算 

入所時および退所時に送迎を行った場合            １８４円／片道 

③ 緊急時治療管理 

    緊急時に所定の対応を行った場合（連続する最長３日）      ５１８円／日  

④ 総合医学管理加算（利用中 10 日を限度）            

治療管理として投薬、検査、注射、処置をおこない記録した場合  ２７５円／日 

⑤ 個別リハビリテーション実施加算            

おおむね 20 分以上個別リハビリテーションを行った場合        ２４０円／日     ⑥ 療養

食加算 

    医師の指示により療養食を提供した場合                ８円／食 

⑦ 口腔連携強化加算 

     口腔の健康状態の評価を実施し、歯科機関およびケアマネへ 

     情報提供した場合                         ５０円／月 

⑧ 夜勤職員配置加算 

   職員配置が夜間における基準に適合している場合           ２４円／日 

⑨ サービス提供体制加算 

    (ア)サービス提供体制加算（Ⅰ）                              ２２円／日 

      介護職員のうち、介護福祉士が 80％以上又は 10 年以上の介護福祉士が 35％以上 

     (イ)サービス提供体制加算（Ⅱ）                               １８円／日 

     介護職員のうち、介護福祉士が 60％以上である場合 

     (ウ)サービス提供体制加算（Ⅲ）                               ６円／日 

       介護職員のうち、介護福祉士が 50％以上 

常勤職員が 75％以上・勤続 7 年以上の職員が 30％以上のいずれかに該当した場合 

⑩ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 

    ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

      施設利用料が基本型で在宅復帰の基準に適合している場合    ５１円／日 

    ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

      施設利用料が在宅強化型で在宅復帰の基準に適合している場合  ５１円／日 

 

⑪ 生産性向上推進体制加算 

   （ア）生産性向上推進体制加算（Ⅰ）                １００円／月 

      （イ）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たしつつ、見守り 

機器を複数台導入し、かつ職員間の業務役割分担への取り組みを 

おこなっている場合                      １０円／月                                                          

（イ）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）                  

          見守り機器等のテクノロジーを導入し、その成果について 1 年に 1 回以上データ 



 

     の提供をおこなっている場合                                    １０円／月 

⑫ 介護職員等処遇改善加算 

（ア）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合  

上記①～⑬の各料金の総額の７．５％ 

  （イ）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～⑬の各料金の総額の７．１％ 

  （ウ）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～⑬の各料金の総額の５．４％ 

  （エ）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）の基準に適合した介護職員賃金改善をしている場合 

      上記①～⑬の各料金の総額の４．４％ 

⑬ 地域区分（富山市・7 等級） 

    上記①～⑮の各料金の総額に１．４％を乗じる 

 

（３）その他の料金 

① 居住費（１日あたり） 

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

多床室     ０円   ４３０円    ４３０円     ４３０円     ４３７円 

従来型個室 ５５０円   ５５０円 １，３７０

円 

１，３７０円 １，７２８円 

・外出・外泊時にも居住費が加算されます。 

・ただし、利用者が負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている居住費の負担

限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限になります。 

② 個室利用料（1 日あたり）      １人室 Ａ  ３，３００円 (税込) 

１人室 Ｂ  １，６５０円 (税込) 

２人室    １，１００円 (税込) 

③ 食費          

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

朝 食     ５３０円 

昼 食     ７４０円 

夕 食     ７４０円 

  食 費  

(１日負担限度額) 
３００円 ６００円 １，０００円 １，３００円 ２，０１０円 

＊食材料費及び調理費が含まれています。 

＊ただし、利用者が負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている食費

の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限になります。 

④ 教養娯楽費（1 日あたり）        １０５円 （税込） 

⑤ 理美容代  ２，８６０円（税込、パーマ等はご相談ください。） 

⑥ 電気代（電気器具１点毎に、５５円／日（税込） 

⑦ 健康管理費  実費（予防接種等） 

⑧  その他（別途資料をご覧ください。） 

 

（４）支払い方法 



 

   ・毎月１０日までに前月分の請求書を発行し、所定の方法により交付します。お支払いい

ただきますと所定の方法により領収書を交付します。 

 ・支払い方法は、話し合いの上、双方合意の方法によります。 

① 金融機関口座自動引き落としの場合は、毎月１７日に引き落としいたします。 

（17 日が土日祝日の場合には翌営業日になります。） 

② その他の場合は、その月の末日までにお支払い下さい。  

③  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

老人保健施設 チューリップ苑 

訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（介護予防）訪問リハビリテーション 重要事項説明書 

（令和６年６月１日現在） 

 

１．施設の概要 

  ・開設者      医療法人社団 親和会 理事長 藤井 久丈 

  ・施設名      老人保健施設 チューリップ苑 

  ・開設年月日    平成 ４年 ５月 １日 

  ・所在地      〒930-0974 富山県富山市長江五丁目４番３３号 

  ・電話番号     076-494-1212    ・ファックス番号 076-494-1350 

  ・管理者名     齋藤 光和 

  ・介護保険指定番号 介護老人保健施設（ 1650180068 号） 

 

２．（介護予防）訪問リハビリテーションサービスについての概要 

   （介護予防）訪問リハビリテーションサービス（以下、「サービス」という。）につ 

いては、要介護者及び要支援者の家庭での生活を継続することができるように立案 

された居宅介護サービス計画に基づき、サービスをご利用になり、理学療法、作業 

療法等、その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持・回復 

を図るために提供します。このサービスを提供するにあたっては、利用者にかかわ 

る医師及び理学療法士、作業療法士、その他もっぱらサービスの提供にあたる従事 

者の協議によってリハビリテーション計画を作成しますが、その際、利用者（家族） 

及び扶養者の希望を十分に取り入れ、計画の内容については同意をいただきます。 

 



 

３．事業所の職員体制 

                                        

 常 勤 非常勤 

医師 ２名（兼務）  

理学療法士 １２名（兼務）  

作業療法士 ４名（兼務）  

 

４．営業時間等 

   営業日   月曜日から土曜日の６日間を営業日とする。 

         但し、年末年始は休みとする。 

   営業時間  ８：３０～１７：１５ 

 

５．通常の事業の実施地域 … 旧富山市内 

 

 

６．緊急時の対応 

   当施設は利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医

療機関での診療を依頼することがあります。 

   また、サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者及び扶養

者が指定する者に緊急に連絡します。 

 

７．協力医療機関 

   当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいております。 

  ・協力医療機関名 



 

名 称 チューリップ長江病院 

住 所 富山市長江５－４－３３ 

 

名 称 富山西総合病院 

住 所 富山市婦中町下轡田１０１９ 

 

名 称 富山赤十字病院 

    住 所 富山県富山市牛島本町２－１ 

 

・協力歯科医療機関名 

名 称 よしだ歯科クリニック 

住 所 富山県富山市長江８１０－２ 

 

８．損害賠償責任 

   事業者の責任により、ご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を

賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生につい

て、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌し

て相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。また、利用

者の責に帰すべき理由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は連帯して

当施設にその損害を賠償するものとします。 

   なお、当事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 

   保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 



 

   保 険 名 施設総合保険 

 

９．要望及び苦情の相談 

（１）当事業所には、要望及び苦情の受付担当者、責任者がおりますので、お気軽に申し出て

下さい。速やかに対応いたします。 

     要望・苦情受付責任者     施設長    五嶋 峰子 

     要望・苦情受付担当者     リハビリ科  仲川 仁 

      （電話番号 ０７６－４９４－１２１２） 

 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

富山市役所 介護保険課 

（上記は富山市にお住まいの場合で他の市

町村にお住まいの方はそれぞれの介護保険

担当課） 

所在地  富山市新桜町７－３８ 

電話番号 076-443-2041 

受付時間 月～金 8:30～17:15 

富山県国民健康保険団体連合会 所在地  富山市下野字豆田９９５－３ 

電話番号 076-431-9833 

受付時間 月～金 8:30～17:00 

 

10．事故発生時の対応 

   サービス提供により事故が発生した場合、当施設は利用者に対して、必要な措置を講じ

ます。 

   施設医師や医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機

関や他の専門的機関での診療を依頼します。 

   当施設は利用者の家族、利用者又は扶養者が指定する者及び保険者の指定する行政機関

に対して速やかに連絡します。 

 



 

＜別紙１＞    （介護予防）訪問リハビリテーション 重要事項説明書 

（令和６年６月１日現在） 

 

１ 介護保険証の確認 

   ご利用の申し込みにあたり、ご利用希望者の介護保険証と介護保険負担割合証、介護 

保険負担限度額認定証を確認いたします。 

 

２．利用料金（介護保険負担割合証により、自己負担額は１割または２割または３割とな 

ります。） 

（１）（介護予防）訪問リハビリテーションの基本料金 

   ➀介護予防訪問リハビリテーション費              ２９８円／回 

    訪問リハビリテーション費                  ３０８円／回 

   ②リハビリテーションマネジメント加算（介護のみ） 

    （１）リハビリテーションマネジメント加算（イ）       １８０円／月 

    （２）リハビリテーションマネジメント加算（ロ）       ２１３円／月 

    （３）上記加算について事業所の医師が利用者または家族へ直接説明 

同意を得た場合                    ２７０円／回 

③短期集中リハビリテーション実施加算             ２００円／日 

     要介護認定または要支援認定を受けてから起算して３ヵ月以内に 

     リハビリテーションを集中的に実施した場合             

   ④認知症短期集中リハビリテーション実施加算（介護のみ）    ２４０円／日 

    認知症と診断されリハビリによって生活機能の改善が見込まれる場合であり 



 

かつ退院（所）日または訪問開始日から 3 か月間、リハビリテーションを集 

中的に実施した場合 

   ⑤退院時共同指導加算                     ６００円／回 

    病院や診療所に入院している者が退院するにあたり、訪問リハビリ事業所の医師また

はリハビリ職員が退院前カンファレンスに参加し退院時共同指導を行った後に初回の

訪問リハビリを実施した場合     

   ⑥サービス提供体制強化加算 

    （ア）サービス提供体制加算（Ⅰ）                ６円／回 

       リハビリ職員のうち、勤続年数が７年以上の職員が１人以上の場合 

    （イ）サービス提供体制加算（Ⅱ）                ３円／回 

       リハビリ職員のうち、勤続年数が３年以上の職員が１人以上の場合 

   ⑦医師の診療未実施                      －５０円／回 

    事業所の医師が訪問リハビリ計画の作成に係る診療を行わなかった場合 

    

⑧利用開始月から 12 月を超えて介護予防訪問リハビリテーションを行った場合減算 

                                  －３０円／回 

⑨地域区分 

  上記①～⑧の各料金の総額に１．７％を乗じる 

 

３．支払い方法 

  ・毎月１０日までに前月分の請求書を発行し、所定の方法により交付します。お支払いいた

だきますと所定の方法により領収書を交付します。 



 

 ・支払い方法は、話し合いの上、双方合意の方法によります。 

①金融機関口座自動引き落としの場合は、毎月１７日に引き落としいたします。 

（17 日が土日祝日の場合には翌営業日になります。） 

② その他の場合は、その月の末日までにお支払い下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

訪問介護 
（介護予防・日常生活支援総合事業） 

重要事項説明書 
令和 6 年 6 月 1 日改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

医療法人社団 親和会 

チューリップ苑在宅介護支援センター 

ヘルパーステーション 
 

１．施設の概要 

法人名   医療法人社団 親和会 

法人所在地   富山市婦中町下轡田 1010 番地 

電話番号    ０７６－４６１－５６０２ 

代表者氏名  理事長 藤井 久丈 

 

事業所名    チューリップ苑在宅介護支援センター 

事業所所在地 富山市長江５丁目４番３３号 

出張所 チューリップ苑在宅介護支援センター富山西出張所 

出張所所在地 富山市婦中町下轡田 1001 

電話番号   ０７６－４９４－１２５５ 

管理者名   岡本 みゆき 

サービス提供責任者 岡本 みゆき、柴田 里美、紺野 ゆかり 

 奥村 雅美、岩崎 美里 

開設年月日  平成 6 年 3 月 1 日 

介護保険指定番号    居宅サービス事業所(平成 11 年 9 月 30 日付 1670100914 号) 

 

２．適用期間 

⑴利用者が訪問介護（介護予防・日常生活支援総合事業）利用契約書を医療法人社団 親和

会（以下「事業者」という）に提出したときから効力を有します。 

⑵ 利用者は､前項に定める事項の他､重要事項説明書の改定が行なわれない限り､初回利用

時の契約書提出をもって､繰り返し事業所の訪問介護（介護予防・日常生活支援総合事業）

を利用することができるものとします｡ 

 

３．訪問介護サービス事業の目的と運営方針 

   当事業所は、介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者（以下｢訪問介護員等｣という）が、

要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的

とします。 

   当事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ

自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる

援助を行います。 

   事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

   

⑴  計画 

 ご利用者の状態把握・課題分析を致します。居宅サービス計画に沿って訪問介護計画書を

作成し、ご利用者又はご家族等に説明し、同意をいただいた上で訪問介護計画に基づきサー



 

ビスを提供します。 

 サービス提供責任者は、訪問介護計画書作成後においても、ご利用者及びご家族、介護支

援専門員との連絡を継続的に行い、訪問介護計画の実施状況を把握します。適宜訪問するこ

とにより、ご利用者の課題把握・分析を行い、必要と判断した場合は介護支援専門員と連携

をはかり、ご利用者の同意をもって、訪問介護計画を変更します。作成・変更した訪問介護

計画書の写しを介護支援専門員に提供します。 

 

⑵記録 

事業所は、利用者の訪問介護（介護予防・日常生活支援総合事業）の提供に関する記録を

作成し、その記録を利用終了後５年間は保管します。 

事業所は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じ

ます。但し、その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、利用者の承諾その他必

要と認められる場合に限り、これに応じます。 

 

４.契約の解除 

⑴利用者からの解除 

利用者は事業者に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅介護（介護

予防）サービス計画にかかわらず、訪問介護（介護予防・日常生活支援総合事業）利用を解

除・終了することができます。なお、この場合利用者は速やかに当事業所及び利用者の居宅

サービス計画作成者に連絡するものとします。 

 

⑵事業者からの解除 

 事業者は利用者に対し、次に掲げる場合には、訪問介護（介護予防・日常生活支援総合

事業）の利用を解除・終了することができます。 

(ア) 利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

(イ) 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業所での適切な訪問介護（介護予防・

日常生活支援総合事業）の提供を超えると判断された場合 

(ウ) 利用者及び支払者が、利用料金を２か月分以上滞納し、その支払を督促したにもかか

わらず１０日間以内に支払われない場合 

(エ) 利用者又は親族が、事業者、事業所、事業所の職員又は他の利用者等に対して、利用

継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 

(オ) 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、事業者からのサービ

スを提供することができない場合 

(カ) 利用者が介護保険施設へ入所した場合 

(キ) 利用者が死亡した場合 

 

 

 

 

５．当事業所の職員体制 

職種 常 勤 非常勤 業  務  内  容 

管理者 1 名   業務の一元的な管理 

サービス提供責任者 3 名 2 名 サービス提供の管理 



 

訪問介護職員 2 名 38 名 訪問介護のサービス提供 

 

６．営業日及び営業時間 

  営業日  （サービス提供日） 月曜日～金曜日 土日祝・お盆・年末年始は要相談 

（但し、 メゾン ラ・サンテへのヘルパー派遣に関しては 365 日対応） 

（事務所）月曜日～金曜日 

（但し、国民の祝日及び 12 月 30 日～1 月 3 日は休業とする） 

  営業時間（サービス提供時間） 8：30～17：15 時間外は要相談 

（但し、メゾン ラ・サンテ及びラ・サンテ富山西への派遣に関しては 24 時間対応） 

（事務所）8：30～17：15 

 

７．提供するサービス 

身体介護 

・利用者の身体に直接接触して行う介

助 

・日常生活を営むのに必要な機能を高

めるための介助 

入浴介助、排泄介助、食事介

助、服薬介助、自立生活支援の

ための 

見守り的援助等  

生活援助 
・家事を行うことが困難な利用者に対

して行う日常生活の援助 

調理、洗濯、掃除、 

買い物、薬の受け取り等  

 

８．利用料金 

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、介護保険法による介護報酬の告示上の額として

設定します。自己負担割合は 1 割または 2 割または 3 割があり、介護保険負担割合証に記載され

ています。 

訪問介護サービス、介護予防・日常生活支援総合事業（第１号訪問事業） 

⑴ 地域区分（富山市・７等級）2.1％を乗じた額 

⑵ 特定事業所加算（Ⅰ） 基本単位数の 20％を加算（体制要件、人材要件に適用） 

⑶ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）基本単位数及びその他の加算に 24.5％を乗じた額（基準に適用） 

○基本単位数 

介護保険訪問介護 基本料金（要介護 1～5の方） 

生 活 援 助 の 場 合 
単位数 

（単位） 

利用料負担金額（円） 

1割 2割 3割 

20分～45分未満 179単位 273円 547円 820円 

45分～60分 220単位 335円 671円 1,007 円 

身 体 介 護 の 場 合 
単位数 

（単位） 

利用料負担金額（円） 

1割 2割 3割 

～20分未満 163単位 249円 498円 747円 

20分～30分未満 244単位 372円 745円 1,117 円 

30分～1時間未満 387単位 590円 1,180 円 1,770 円 

1時間以上 567単位 864円 1,729 円 2,594 円 

以降 30分追加毎 84単位 124円 249円 373円 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（ 要 支 援 の 方 ） 
単位数 1割 2割 3割 



 

訪問型独自サービス（Ⅰ） 

週 1回程度利用の場合 
1,176 単位 1,494 円 2,989 円 4,484 円 

訪問型独自サービス（Ⅱ） 

週 2回程度利用の場合 
2,349 単位 2,986 円 5,972 円 8,959 円 

訪問型独自サービス（Ⅲ） 

週 3回程度利用の場合 

※要支援２の方に限る 

3,727 単位 4,737 円 9,474 円 14,212 円 

上に記した金額は目安となり、誤差が生じる場合があります。 

 

○時間帯による加算 

早朝加算  （6 時～8 時まで） 所定単位数の×25％ 

夜間加算（18 時～22 時まで） 所定単位数の×25％ 

深夜加算 （22 時～6 時まで） 所定単位数の×50％ 

 

○その他の加算 

初回加算          200単位 

（サービス開始月にサービス提供責任者が訪問介護を行う場合、サービス利用を２か月以上受けていない場合の再開時、

要介護→要支援等事業対象者の変更月に発生） 

緊急時訪問加算       100単位 

（利用者、家族から要請を受けてケアマネジャーが必要と認め、２４時間以内に訪問介護員が居宅サービス計画書にない

身体介護を行った場合） 

２人介助（利用者の身体的理由により一人の訪問介護員による介護が困難と認められる場合、暴力行為、著しい迷惑行

為、器物破損行為等認められる場合等、利用者（または家族）の同意を得て、同時に 2 人の訪問介護員等がサービスを実

施した場合は 200％で算定します。 

中山間地域等提供加算（旧富山市を超えて訪問介護を行う場合は上記料金に 5.0％加算されます。） 

※同一建物等居住者の利用者数が 20 人以上となった場合、基本料金より 10.0％が減算されま

す。 

 

⑹その他の料金 

・ごみの持ち帰り別途 250 円を徴収させていただきます。 

 ・前日までに連絡がなくサービス提供が出来なかった場合、キャンセル料として自己負担の有

無に関わらず 1000 円を徴収させていただきます。 

・介護保険支給限度額を超えた場合は、全額自己負担となります。 

 

⑺支払い方法 

毎月 10 日までに、前月分の請求書を発行します。現金又は銀行振り込みの場合当月末日ま

でお支払い下さい。金融機関口座自動振替の場合、17 日に前月分振替となります。 

 

９．サービス提供に係わるその他の事項について 

・ご利用者が訪問介護員の交代を希望される場合には、できる限り対応しますので、前述のサ

ービス提供責任者までご相談ください。但し、ご利用者の都合による度重なる訪問介護員の

交代希望につきましては、サービス提供が困難となり、契約終了となる場合があります。 



 

・サービス提供を行う訪問介護員は、チューリップ苑在宅介護支援センターにて選出を行うも

のとし、ご利用者に指名・指定はできません。 

・訪問介護員に対する贈答品や飲食物等のおもてなしはご遠慮ください。 

・チューリップ苑在宅介護支援センターは、安定したサービス提供のために、複数名の訪問介

護員によるサービスを提供します。 

・利用者又はその家族に、体調の変化があった際には事業所へご連絡ください。 

・訪問介護員等の住所や電話番号等の個人情報はお伝えしておりませんのでご了承ください。 

・訪問介護員等へのハラスメントに該当する行為には必要な措置を講じます。 

(1) 暴力又は乱暴な言動（物を投げる、危険物を向ける、手を払いのける、怒鳴る、大声・奇

声を発する）、無理な要求（介護保険対象外のサービス、計画のないサービス） 

介護保険制度上、ご家族の方への食事の準備や掃除・洗濯等は行えません。また、医療

行為や年金等の金銭の取り扱いはできません。（生活援助として行う買い物等に伴う少

額の金銭の取り扱いは可能）その他、ご本人不在時や日常生活を営むのに生じないと判

断される行為、来客対応、草むしり等屋外での援助などについては介護保険対象外とな

ります。 

(2) 性的ハラスメント（訪問介護員の体を触る、手を握る、腕を掴む、ヌード写真や映像を見

せる、性的な話・卑猥な言動をする）など 

(3) 訪問介護員等へ住所や連絡先を聞く、またはストーカー行為等 

 

 

 

10．緊急時の対応 

サービス提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が発生した場合には、速やかに適

切な処置を講じます。緊急連絡先に指定された連絡先に連絡するとともに、利用者の主治医

又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。 

協力医療機関 医療法人社団 藤聖会 富山西総合病院 

   医療法人社団 親和会 チューリップ長江病院 

 

11．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、業務継続計画を作成し研修及び訓練を行い

ます。また、常に関係機関と連絡を密にし、非常災害時には必要な措置を講じます。 

 

12．感染症の予防及びまん延防止のための対策 

事業所内の衛生管理、介護ケアにかかる感染対策を行い、感染症の予防に努めます。感染症

の発生、その再発を防止するために感染症対策委員会を設置し、その結果について従業者へ周

知します。また、指針の整備、研修を実施し、新たな感染症発生時に対しては、業務継続計画に

基づいて対応します。 

 

13．高齢者虐待防止への対応 

・虐待防止委員会を設け、以下の取り組みを行う。 

⑴ 高齢者虐待防止のための指針を策定する。 

⑵ 虐待防止のための研修を年２回以上実施する。 

⑶ 措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 



 

14．身体拘束の適正化  

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。 ただし、緊急やむを得

ない理由により拘束をせざるを得ない場合は事前に利用者及びその家族へ十分な説明をし、同

意を得るとともに、その対応及び時間、 その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由について記録します。  

(1) 緊急性：直ちに身体拘束を行わなければ、利用者又は他人の生命・身体に危険が及ぶ事が

考えられる場合 

(2) 非代替性：身体拘束以外に、利用者又は他人の生命・身体に危険が及ぶ事を防止する事が

できない場合 

(3)一時性：利用者又は他人の生命・身体に対して危険が及ぶ事がなくなった場合は、直ちに身

体拘束を解く 

 

 

 

 

15．損害賠償について 

・ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族、主治医ま

たは関係医療機関、行政に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

・事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償い

たします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

・しかし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の

置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場

合があります。 

・また、事故の状況及び事故に際してとった処置について、事故報告書を作成し、その内容を

組織内で公表し再発防止に努めます。事故報告書は作成後 5 年間保管いたします。 

・当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

    保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

    保険名   施設総合保険 

 

16．要望及び苦情等の相談 

当事業所には、要望及び苦情受付の責任者を配置しておりますので、お気軽にご相談くださ

い。速やかに対応いたします。 

 

① 苦情受付担当者 サービス提供責任者  岡本 みゆき、柴田 里美、紺野 ゆかり 

奥村 雅美、岩崎 美里 

受付時間     月曜日～金曜日  8：30～17：15 

電話番号  076－494－1255 

② 苦情解決責任者 管理者        岡本 みゆき 

③ 提供するサービスの第三者評価は、実施していません。 

④ 行政機関その他苦情受付機関 

富山市役所介護保険課 

（上記は富山市にお住まいの場合、他の市

町村の方はそれぞれの介護保険担当課） 

所在地   富山市新桜町７番３８号 

電話番号  076-443-2041 

受付時間  月～金 8:30～17:15 



 

富山県国民健康保険団体連合会（国保連） 所在地   富山市下野字豆田 995-3 

電話番号  076-431-9833 

受付時間  月～金 9：00～17:00 

富山県福祉サービス運営適正化委員会 所在地   富山市安住町５番２１号 

          富山県総合福祉会館 

          （サンシップ内とやま） 

電話番号  076-432-3280 

受付時間  月～金 9：00～17：00 

 

17．指定居宅サービスにおける個人情報の取り扱い基準の遵守について 

                       【平成 11 年 3 月 31 日 厚令三十七】 

（１）個人情報の収集は、介護関係ならびに関連事業のサービス提供前に、利用目的の範囲を説

明し、同意を頂いた上で収集いたします。 

（２）個人情報の利用は、下記の利用目的の達成に必要な範囲内において、適正に利用いたしま

す。社員・訪問介護員等は、サービスを提供する上で知り得たご利用者およびご家族等に

関する秘密及び個人情報について、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務

は本契約終了後も同様です。 

（３）同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。同意・依

頼の下で、個人情報の提供、預託を行う場合においても、提供・預託先に適正に管理する

よう、監督を行って参ります。 

（４）前項の規定にかかわらず、次の各号の目的に限りご利用者およびご家族等の個人情報を用

いることに、ご利用者およびご利用者のご家族は同意します。 

① 個人が特定されない形態での公的統計の資料や学術上の資料への協力依頼に対する利用 

② 行政機関などからの要求で、法令上応じることが義務づけられている事項に対する利用 

③ サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査への利用 

④ サービス提供に係わる事業所等の管理運営業務での利用 

⑤ サービス提供に係わる事業者等の調整を目的とした、他の事業者への情報提供における利用 

⑥ ご利用者からの依頼に基づいた適正な居宅サービスを提供するため、サービス担当者会議等に

おける他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所との連携、資料の作成、照会への回答で

の利用 

⑦ ご利用者からの依頼による住宅改修工事・福祉用具貸与のための委託業者との連携における利

用 

⑧ 家族への心身の状況説明の他、第 10 項に定める緊急を要する場合の医師への連絡等における

利用 

⑨ 提供したサービスに対する請求業務等の介護保険事務における利用 

⑩ 損害賠償保険等に係る保険会社等への相談又は届出等の利用 

⑪ ご利用者からの依頼に基づいた各種サービスを提供するための使用 

⑫ 医療法人社団親和会からのサービス・介護保険内外の社会資源活用に関する情報提供のご案内

をするための利用 

⑬ 医療法人社団親和会からのサービス向上を目的としたアンケートの依頼のための利用 

⑭ ご利用者のご家族・成年後見人・任意後見人・その他法定代理人・任意代理人への必要な連絡

及び連携における利用 

 

 



 

 

 

重要事項説明書の説明年月日 令和     年     月     日 

 

 訪問介護サービス利用にあたり、ご利用者に対して、訪問介護サービス契約書および本 

書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

事 
 

 

業 
 

 

者 

所 在 地 富山県富山市婦中町下轡田 1010 

法 人 名 医療法人社団 親和会 

代 表 者 名 理事長  藤井 久丈 

事 業 所 名 チューリップ苑在宅介護支援センター 

説 明 者 氏 名  

 

 本書面により、チューリップ苑在宅介護支援センターから訪問介護サービスについての重要

事項説明を受け、個人情報の取り扱いについても十分に理解し、同意しました。 

ご利用者 

住 所  

氏 名  

 

チューリップ苑在宅介護支援センターから訪問介護サービスについての重要事項説明を受け、

ご利用者のご家族等の個人情報の取り扱いについても十分に理解し、同意しました。 

ご家族 

 

または 

 

代理人 

（  ご 家 族 ・ 代 理 人 ・ そ の 他  ） 

※該当するご関係に〇をつけて下記に具体的にご記入下さい。 

住 所  

氏 名  

ご利用者との関係・続柄  

 

 

 

 

 

 



 

重要事項説明書 
 

訪問看護サービス及び介護予防訪問看護サービスの提供にあたり、重要事項を以下の通り

説明します。 

 

1.事業者（法人）の概要  

法人の名称 医療法人社団 親和会 

代表者名 理事長 藤井 久丈 

所在地 富山県富山市婦中町下轡田 1010 

連絡先 076-461-5550 

 

2.ご利用の事業所の概要 

事業者の名称 チューリップ訪問看護ステーション 

サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

管理者の氏名 看護師 松島 淳子 

介護保険事業所番号・指定年月日 1660190503 2020 年 4 月 1 日 

所在地 富山県富山市長江 5 丁目 4 番地 33 号 

連絡先 076-413-3822 

 

3.ご利用事業者の従業員の職種、員数及び勤務形態 

 常勤 非常勤 

管理者 1 名（看護師）  

看護師 3 名以上 1 名 

准看護師 0 名 0 名 

理学療法士       1 名 0 名 

 

4.事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可

能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、

生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ご

すことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供す

ることを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境を踏まえ、介護保険法そ

の他関連法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業

者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、

利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態とな

るとのことの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

 



 

 

 

5.営業日及び営業時間 

 月曜日から金曜日 

9 時 00 分～17 時 15 分（土曜日は午後 12 時 30 分迄） 

休日：日曜、祝祭日及び 12 月 30 日から 1 月 3 日まで休み 

 

6.事業所の実施区域 

 通常の実施区域は、富山市東部・山室地域及びその周辺地域富山市とする。 

 

7.ご利用の個人情報の取り扱いについて 

 チューリップ訪問看護ステーションでは個人情報を正確かつ安全に取り扱うために、厚生

労働省のガイドラインに基づき適切な個人情報の管理に努めています。職員はサービス提供

を行う上で知り得た利用者およびご家族に関する情報について利用者または第三者の生命、

身体に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約期間中及び契約終了後も第

三者に漏らすことはありません。 

 

8.訪問看護（予防）サービスの内容 

① このサービスの提供にあたっては、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、要介護状態

となることの予防を目的とし、適切にサービスを提供します。 

② サービスの提供は、適切丁寧に行い、分かりやすく説明します。尚、分からない内容が

ありましたら、いつでも担当職員にご質問して下さい。 

③ サービスの提供にあたっては、別紙訪問看護計画書に基づき、ご利用者の維持回復を図

るよう適切に実施いたします。 

 

9.担当職員の変更 

① いつでも担当の訪問看護職員の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は

訪問看護サービスの目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出

に応じます。 

② 当事業所は担当の訪問看護職員が退職する等正当な理由がある場合に限り、担当の訪問

看護職員を変更することがあります。その場合には、事前に利用者の了解を得ます。 

 

10.利用料及びその他の費用 

① 利用者負担金 

介護給付サービス及び介護予防給付サービスの適応がある場合は、料金表のサービス

費の 1～3 割が利用者負担になります。ただし、介護保険の適応がない場合や介護保険

での給付の範囲を超えたサービスは、全額が利用者の負担になります。適用の場合でも、

保険料の滞納などにより、保険給付が直接事業者に支払われない場合があります。その

場合は、一旦介護保険適応外の場合の料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたしま

す。サービス提供証明書を後日、関係市町村の窓口に提出いたしますと差額の払い戻し

を受けることができます。 

② 料金表；別表参照 

③ 自費料金  

ご利用者宅で、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気、電話代、介護



 

用品、衛生管理用品等の費用はご利用者の負担になります。 

その他、当事業所で定めた自費サービスを特別に契約することも可能です。 

④ 請求明細書等の内容 

翌月中旬までに介護保険請求書をお渡し（訪問又は郵送）致します。但し、要介護認

定が決定してない等の理由で請求書の発行がさらに翌月以降になる場合があります。 

⑤ 支払い方法 

・請求書を発行し、所定の方法により交付します。お支払いただきますと所定の方法に

より領収書を交付します。 

・支払方法は話し合いの上、双方合意の方法によります。 

① チューリップ訪問看護ステーション窓口での支払い 

② 金融機関口座引き落とし 

 

11.緊急時訪問看護対応方法 

  看護師の訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた場合は、主治

医に連絡し、適切な処置を行うものとします。またしかるべき処置をした場合には速やかに

家族または主治医に連絡いたします。 

  緊急時には営業時間内外、休日を問わず訪問看護ステーションへ連絡ください。また、事前

の打ち合わせに基づき、ご家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業所に連絡いたします。 

 緊急時訪問看護加算を契約され訪問看護を利用されている方が対象となります。 

電話番号：チューリップ訪問看護ステーション （直通）076－413―3822 

時間外・休日等の緊急の電話番号 24 時間対応 

 

① （直通）076－413―3822 担当者へ転送 

② （直通）090-9768-8812 

 

ご家族     お名前                続柄               

        連絡先（日中）               

        連絡先（夜）                

主治医     医療機関名                    医師名         

        電話番号                  

居宅支援事業所                          担当者              

        電話番号                  

 

12.事故発生時の対応 

① 訪問看護の提供により、事故が発生した場合は、利用者のご家族・主治医・居宅介護支

援事業者・市町村等の連絡を行ない、必要な措置賠償を行ないます。 

② 賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行ないます。 

③ 事故が発生した場合、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

 

13.ハラスメント防止について 

①  訪問看護職員の雇用上における男女の均等な機会、待遇の確保及びハラスメントを防止

する管理上の措置を講じます。 

② 利用者や利用者家族からの危険を及ぼす行為、人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷

つけたり貶めたりする行為、性的な要求や嫌がらせ行為を禁止します。 

 

14.災害や感染症の発生時の対応について 



 

 災害発生時は、その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があります。その

ため、災害発生時は職員の安否を確認した上で直ちに利用者の方の安否確認を行うなど必要

な対応を行います。感染症については発生やまん延防止をする指針を設け適切な対応を講じ

職員の研修を実施します。新たな感染症発生時に対しては業務継続計画書に基づいて対応し

ます。 

 

15.虐待の防止について 

 利用者の人権を擁護し、虐待を防ぐための指針を設けるとともに啓発を促す研修など適切

な措置を実施します。当事業所従業者又は擁護者より虐待をうけたと思われる利用者を発見

した場合は速やかに市町村へ報告します。身体拘束その他利用者の行動制限をする行為は致

しません。 

 

16.サービス提供に関する相談、苦情申し立てについて 

事業所は、利用者からの相談苦情等に関する窓口を設置し訪問看護に関する利用者の要望、

苦情に対し、迅速に対応します。 

 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

チューリップ訪問看護ステーション 

月曜日から金曜日 

午前 8時 30分～17時 15分 

※但し、国民の祝祭日及び 12月 30日 

から 1月 3日までは除く 

管理者：松島 淳子 

電 話：076-413-3822 

 

 

各市町村の窓口や国民健康保険連合会でも苦情の受付を行っています。 

各市町村の介護保険担当窓口 

富山市役所 介護保険課 

所在地 富山市新桜町 7-38 

電 話：076-443-2041 

富山県国民健康保険団体連合会 
富山市下野宇豆田 995-3 県市町村会館 

電 話：076-431-9827 

富山県福祉サービス運営適正化委員会 
富山市安住町 5-21 社会福祉協議会内 

電 話：076-432-3280 

担当ケアマネージャー  

 

 

 

2020 年 4 月作成 

2021 年 4 月改正 

2024 年 5 月改正 
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デイサービス ラ・サンテ 重要事項説明書 

（令和 7 年 1 月 1 日現在） 

 

１．事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

  ・事業所名      デイサービス ラ・サンテ 

  ・開設年月日     平成２９年 ５月 １日 

  ・所在地       富山県富山市長江新町 3-9-18  

  ・電話番号      076-424-3103     FAX  076-424-3104 

  ・管理者名      藤樫 美樹 

  ・介護保険事業所番号 １６９０１００９２８ 

 

（２）事業の目的及び運営方針 

 ・事業の目的 

   要介護状態もしくは要支援状態又は事業対象者と認定された利用者に対し、その利 

用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む 

ことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要とされる日常生活上の世話 

及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並 

びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とします。 

 

 ・運営方針 

① 利用者の要介護状態もしくは要支援状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう、利用



 

者の心身の状況、要望及びその環境を踏まえて、機能訓練等の目標や当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画又は地域密

着型介護予防通所介護計画を作成し、計画的にサービス提供を行うものとします。 

② 適切な介護技術をもってサービスの提供を行うとともに、自らその提供するサービス

の質の評価を行い、常に改善を図るものとします。 

③ 利用者が住みなれた地域での生活を継続することができるよう地域住民との交流や地

域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を把握し、適切に行うものとします。 

④ サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者一人ひとりの人格を尊重し、

利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう相談援助等の生活

指導、機能訓練、その他必要なサービスを利用者の要望に添って適切に提供します。 

（３）事業所の職員体制 

職種 員数 業務内容 

管理者 １ 職員に法令等の規程を遵守させるため必

要な指揮命令を行い、事業所の管理を行

う 

生活相談員 １以上 利用者が日常生活を営むことができるよ

う、生活指導及び介護に関する相談及び

援助を行う 

介護職員 １以上 通所介護計画に基づき、必要な日常生活

の世話及び介護を行う 

看護職員 0,1 以上 利用者の心身の状況を把握し、急変時に

は医師の指示を受け、必要な看護を行う 



 

機能訓練指導員 １以上 通所介護計画に基づき、自立した日常生

活を営むことができるよう機能訓練を行

う 

 

 

（４）利用定員      定員 １８名 

 

（５）営業日及び営業時間 

   ・営業日      月曜日～土曜日（ただし、年末年始は除く） 

   ・営業時間     ８：３０ ～ １７：１５ 

   ・サービス提供時間 ９：００ ～ １６：００ 

 

（６）通常の事業の実施地域  旧富山市内 

 

２．サービス内容 

 ① 地域密着型通所介護計画又は地域密着型介護予防通所介護計画の作成 

 ② 食事（原則、デイサービス内で召し上がって頂きます） 昼食時間 １２：００～ 

 ③ 介護 

 ④ 機能訓練 

 ⑤ 相談・援助サービス 

 ⑥ 送迎 

  



 

３．協力医療機関等 

   当事業所では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

 

 ・協力医療機関 

   名称  富山赤十字病院 

   住所  富山県富山市牛島 2-1  他 

 

 ・協力歯科医療機関 

   ：名称  よしだ歯科クリニック 

   住所  富山県富山市長江 810-2 

   ：名称  ことのは在宅歯科クリニック 

   住所  富山県富山市秋吉 199-5 オアシス秋吉Ⅰ 101 

※緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、利用契約時に記入いただいた連絡先に連絡いたしますので、必ず、連

絡が取れる連絡先をご記入ください。 

 

４．事業所利用にあたっての留意事項 

  ・所持品、備品等の持ち込み 

    所持品、備品等の持ち込みは事業所にご相談ください。 

  ・金銭、貴重品の管理 

    金銭、貴重品については事業所では管理できませんので、ご家族等で管理してくださ

い。 



 

  ・飲食物の持ち込み 

    食中毒等の危険があるため、生ものや賞味期限切れの飲食物の持ち込みは厳禁としま

す。また、その他の飲食物の持ち込みも、誤嚥等の危険がある利用者や栄養管理上の問

題がある利用者もおられるのでご遠慮して頂くようお願いいたします。 

  ・喫煙 

    当事業所のある敷地内での喫煙は禁止いたします。 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備   スプリンクラー、消火器、消火栓 

  ・防災訓練   年２回 

 

６．禁止事項 

   当事業所では、利用される全ての方に安心して過ごして頂くために利用者の「営利行

為」「宗教の勧誘」「特定の政治活動」の行為は禁止いたします。 

７．損害賠償 

   当事業所の責任により利用者に生じた損害には、速やかにその損害を賠償いたしま 

す。守秘義務に違反した場合も同様といたします。ただし、その損害の発生について、利

用者に故意又は過失が認められる際には、当事業所の損害賠償を減じる場合があります。 

当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

    保険会社名   あいおいニッセイ同和損害保険会社 

    保険名     施設総合保険 

 



 

８．要望及び苦情等の相談 

（１）当事業所の窓口 

   当事業所には生活相談の専門員として生活相談員が勤務していますので、お気軽に 

ご相談ください。（電話 076-424-3103） その際には、苦情備え付けの「ご意見箱」 

を利用していただいても構いません。 生活相談員又は苦情処理委員会にて速やか  

に対応し、相談者にご回答します。 

 

・苦情解決責任者   浅木 拓弥  

・苦情相談担当者   管理者 兼 生活相談員 藤樫 美樹 

・受付時間      月曜日 ～ 金曜日 ８：３０ ～ １７：１５ 

 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

富山市介護保険課 所在地  富山市新桜町 7-38 

電話番号 443-2041 

受付時間 月～金 8:30～17:15 

国民健康保険団体連合会 所在地  富山市下野字豆田 995-3 

電話番号 431-9833 FAX 431-9850 

受付時間 月～金 9:00～17:00 

 



 

９．事故が発生した場合の対応 

  ① 事故発生時には救急搬送の要請など利用者の生命、身体の安全を最優先に対応し 

ます。 

② 速やかに富山市、利用者の家族等に連絡を行うとともに事故の状況を説明し、事故に

至る経緯、経過、原因等を分析し、事故防止対策を検討します。 

③ サービス提供等により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行い

ます。 

 

１０．運営推進会議について 

  ① 事業の運営にあたっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を 

行うなど地域との交流に努めます。 

  ② 当事業所が行う地域密着型通所介護及び介護予防通所介護を地域に開かれたサービス

とし、サービスの質の確保を図ることを目的として「運営推進会議」を設置します。 

③ 「運営推進会議」の構成員は、ご利用者、ご家族、地域住民の代表者、地域包括支援

センター又は富山市の職員、地域密着型通所介護及び介護予防通所介護サービスにつ

いて知見を有する者等とし、おおむね６ヶ月に１回以上会議を開催します。 

④ 「運営推進会議」開催前に、会議の開催に関するご案内及び出席依頼を行いますので

可能な限りご出席いただきますようお願いします。 

 

 

 

 



 

利用料金等について 

 

介護保険証等の確認 

利用の申し込みにあたり、利用希望者の介護保険証と介護保険負担割合証、介護保険負担限度

額認定証の確認を行う 

 

＜地域密着型通所介護費＞ 

①地域密着型通所介護費（基本報酬） 

【利用時間 ３時間以上４時間未満】 

要介護１           ４１６単位/日 

要介護２           ４７８単位/日 

要介護３           ５４０単位/日 

要介護４           ６００単位/日 

要介護５           ６６３単位/日 

【利用時間 ４時間以上５時間未満】 

要介護１           ４３６単位/日 

要介護２           ５０１単位/日 

要介護３           ５６６単位/日 

要介護４           ６２９単位/日 

要介護５           ６９５単位/日 

【利用時間 ５時間以上６時間未満】 

要介護１           ６５７単位/日 



 

要介護２           ７７６単位/日 

要介護３           ８９６単位/日 

要介護４         １、０１３単位/日 

要介護５         １，１３４単位/日 

【利用時間 ６時間以上７時間未満】 

要介護１           ６７８単位/日 

要介護２           ８０１単位/日 

要介護３           ９２５単位/日 

要介護４         １，０４９単位/日 

要介護５         １，１７２単位/日 

【利用時間 ７時間以上８時間未満】 

要介護１           ７５３単位/日 

要介護２           ８９０単位/日 

要介護３         １，０３２単位/日 

要介護４         １，１７２単位/日 

要介護５         １，３１２単位/日 

【利用時間 ８時間以上９時間未満】 

要介護１           ７８３単位/日 

要介護２           ９２５単位/日 

要介護３         １，０７２単位/日 

要介護４         １，２２０単位/日 

要介護５         １，３６５単位/日 



 

 

＜加算＞ 

  

②サービス提供体制強化加算  

  （Ⅰ）次のいずれかに適合すること 

    ・介護職員の総数のうち、介護福祉士が７０％以上である場合   

    ・介護職員の総数のうち勤続１０年以上の介護福祉士の割合が２５％ 

                 ２２単位／日 

  （Ⅱ）介護員の総数のうち、介護福祉士が５０％以上である場合    

１８単位／日 

  （Ⅲ）次のいずれかに適合すること  

    ・介護職員の総数のうち介護福祉士が４０％以上 

    ・職員の総数のうち、勤続７年以上の職員が３０％以上      

 ６単位／日 

③感染症または災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合 

所定単位数の３％を加算する 

 

④介護職員等処遇改善加算  

（Ⅰ）所定単位数の 9.2％ 

（Ⅱ）所定単位数の 9.0％ 

（Ⅲ）所定単位数の 8.0％ 

（Ⅳ）所定単位数の 6.4％ 



 

（Ⅴ）所定単位数の 3.3～8.1％ 

＜減算＞ 

 

⑤利用者数が利用定員を超える場合、または看護・介護職員の員数が基準に満たない場合、所

定単位数の７０％で算定 

 

⑥高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 99％で算定 

 

⑦業務継続計画未策定減算 所定単位数の 99％で算定 

 

⑧２時間以上３時間未満の通所介護を行う場合４時間以上５時間未満の所定単位数の 

70％で算定 

 

⑨送迎減算                    （片道につき）－４７単位／回 

 

⑩同一建物減算 

事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地域密着型通所介護を行

う場合                             

－９４単位／ 

 

 

 



 

※高齢者虐待について 

利用者様の人権の擁護、虐待予防のために、研修を通じて従業員の人権意識や知識向上 

に努め、利用者様の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

＜地域区分＞ 

⑪地域区分（富山市・７級地）  

基本報酬に各加算減算を加えた総単位数に 1.4%を乗じる 

 

＜介護予防通所介護サービス＞ 

①通所型サービス費（独自）（基本料金） 

 イ 要支援１                        １．７９８単位／月 

 ロ 要支援２                        ３，６２１単位／月 

 ハ 要支援１ ※月４回までの利用                ４３６単位／回 

 二 要支援２ ※月１～８回までの利用              ４４７単位／回 

 

 

＜加算＞ 

②サービス提供体制強化加算                

    （Ⅰ） 要支援１                      ８８単位／月 

        要支援２                     １７６単位／月 

    （Ⅱ） 要支援１                      ７２単位／月 

        要支援２                  １４４単位／月 



 

    （Ⅲ） 要支援１                      ２４単位／月 

        要支援２                      ４８単位／月 

③介護職員等処遇改善加算  

（Ⅰ）所定単位数の 9.2％ 

（Ⅱ）所定単位数の 9.0％ 

（Ⅲ）所定単位数の 8.0％ 

（Ⅳ）所定単位数の 6.4％ 

（Ⅴ）所定単位数の 3.3～8.1％ 

 

＜減算＞ 

④利用者数が利用定員を超える場合、または看護・介護職員の員数が基準に満たない場合、所

定単位数の７０％で算定 

⑤送迎減算 

事業所が送迎を行わない場合 

                         （片道につき） －４７単位／回 

※支援１の場合は３７６単位/月の範囲内、支援２の場合は７５２単位/月の範囲内で減算 

⑥同一建物減算 

事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に地域密着型通所介護を行

う場合               

要支援１の場合   －３７６単位／月 

                      要支援２の場合   －７５２単位／月   

 



 

＜地域区分＞ 

⑦地域区分（富山市：７級地） 

基本報酬に各加算減算を加えた総単位数に 1.4%を乗じる 

 

＜その他の料金＞  

 

  ①食費 （昼食）                   昼食   ８１４円/食 

※おやつ代は無料サービス 

※昼食はキャンセルする日を含めて６日以内であればキャンセル可能 

  ②日用消耗品費                          ３０円/日 

  ③教養娯楽費                          １０５円/日 

  ④その他 希望者のみ     

（１）茶道教室 参加費                      １１００円/月 

（２）ラサンテカフェ 参加費                   １１００円/月 

（３）大人の手仕事部                           実費 

（４）その他行事・趣味の活動等に要する費用                実費 

 

税込 

 

４．支払い方法 

  ・毎月１０日までに前月分の請求書を発行し、所定の方法により交付する 

  ・お支払いいただきますと所定の方法により領収書を交付する。 



 

  ・支払い方法は、話し合いの上、双方合意により決定いたします。 

・金融機関口座自動引き落としの場合は、毎月１７日までにお支払いください。 

・その他の場合は、その月の末日までにお支払いください。 

  

 

 


